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はじめに

　大分県では、昭和 ６２ 年から毎年、血液製剤の適正使用を含めた、輸血療法全般の適正化を推進する

ため、医療機関の医師等の医療従事者を対象に「輸血療法適正化説明会」を実施してきました。また、

大分県赤十字血液センターは、血液事情の現状や血液製剤の情報伝達を行う場として「輸血懇話会」を

開催してきました。

　このような中、平成 ２３ 年 １２ 月、血液製剤を使用する主要医療機関における相互の情報交換及び研修

等を実施することにより適正かつ安全な輸血療法の向上を図ることを目的として、行政、赤十字血液セ

ンター、医療機関の３つの組織からなる「大分県合同輸血療法委員会」が発足しました。

　これまで、当委員会では、血液製剤の適正使用に関する様々な課題に取り組んできましたが、平成

２７ 年度からは、より個々の医療機関の事情に応じたアドバイスができるよう、「適正かつ安全な輸血療

法の実施等に関するアドバイザー派遣事業」を立ち上げ取り組んでいます。まだ２年目ではありますが、

派遣先の施設から大変参考になったとの声をいただいております。

　また、災害時における輸血療法を滞りなく行うため、臨床検査技師主導の輸血ネットワークの構築に

も取り組んでおります。施設間の枠を超えた連携を検討すると共に、行政との情報共有を行いながら進

めているところであります。

　さらに、今後在宅や中小規模の施設における輸血医療が増えていくと思われます。そしてその中での

看護師の役割の増大を踏まえて、活動を展開して行く必要があると思います。

　今年度は幸い、厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業に採択され、３つの組織が一丸と

なって取り組んでまいりました。その結果でもある、この「平成 ２８ 年度 大分県合同輸血療法委員会活

動報告書」が、大分県ひいては全国の適正かつ安全な輸血療法に取り組む方々に少しでも参考になれば

と願っております。

　最後になりましたが、本報告書の作成にあたり、ご協力いただきました関係各位、諸先生方に深く御

礼を申し上げます。

　　　平成 ２９ 年３月

大分県合同輸血療法委員会　　

委員長　　　佐分利　能生　　
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１　平成 ２８ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業
研究目的

①アドバイザー派遣事業について
　大分県の医療機関における輸血療法の実態、血液製剤の使用状況を調査した結果をもとに、使用実
績が少ない小規模施設に対する適正使用のための支援を実施することで、安全な輸血療法、血液製剤
の適正使用を推進する。

②災害時輸血ネットワークの活動について
　県内で災害が発生した場合、登録臨床検査技師は施設間の枠を超えた連携を行い、輸血療法が滞る
ことのないようにする。

研究概要
①アドバイザー派遣事業について

　平成 ２5 年度は、平成 ２３ 年から行ってきた血液製剤使用量上位約 ８0 施設に対するアンケート調査
に加え、使用実績が少ない施設に対してもアンケート調査を行った。その結果、後者について、「輸
血前の患者の検体を保管していない」が最も多く ７4 施設、「血液製剤の管理簿を作成していない」２３
施設、｢輸血前にまったく不規則抗体検査を実施していない｣ １4 施設など、適正使用に向けた支援が
必要な実態が判明した。平成 ２６ 年度はアンケート結果のチラシを作成してアンケート実施医療機関
に還元し、適切な検査を行うよう促した。さらに、平成 ２７ 年度は使用実績が少ない医療機関等への
支援を行うために、「適正かつ安全な輸血療法の実施等に関するアドバイザー派遣事業」を立ち上げ、
派遣申込みのあった３つの医療機関に輸血認定医や認定輸血検査技師が出向き、個々の施設の実情に
あった講義やアドバイスを行った。また、派遣する医師や臨床検査技師が共通に使用できる講義資料
の作成及び派遣医師の名簿作成を行い、派遣体制を整備した。

《平成 ２７ 年度派遣実績》
　施設①（東部医療圏内医療機関、一般病床 １６ 床）平成 ２７ 年7月8日

講義等の内容：輸血検査の重要性、輸血体制の整備について
研修参加者：医師３名、看護師5名
派遣を受けた感想：大変わかりやすかった。今後、輸血体制の整備、改善を行う。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床 １0 床、療養病床9床）平成 ２７ 年 １１ 月 ２5 日
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：医師２名、看護師8名
派遣を受けた感想：大変有意義であった。年に一度ぐらいは是非お聞きしたい内容であった。
派遣対応者：大分県立病院血液腫瘍科　大塚英一、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床 ２６ 床、療養病床 ２5 床）平成 ２７ 年 １２ 月 ２4 日
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について
研修参加者：医師1名、臨床検査技師1名、看護師 １８ 名
派遣を受けた感想：今後、輸血療法の研修会をしていただきたい。
派遣対応者：大分県立病院血液内科　佐分利能生、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　地区研修会④（国東地区）平成 ２８ 年２月 １0 日
研修参加者：医師6名、看護師6名、臨床検査技師8名、薬剤師5名
講義内容：1 血液製剤の適正使用について　２ 輸血療法の実施に関する指針
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派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院 検体検査科 菊池 博、大分県赤十字血液センター 渡辺芳文
　地区研修会⑤（臼杵・津久見地区）平成 ２８ 年２月 ２5 日

研修参加者：医師２名、看護師２名、臨床検査技師 １0 名、薬剤師３名、事務 １２ 名
研修内容：1 血液製剤の適正使用について　２ 輸血療法の実施に関する指針
講師 ：大分県立病院血液内科 佐分利能生、大分大学医学部附属病院医療技術部 立川良昭

≪研究の方法、具体的内容≫
　平成 ２８ 年度はアドバイザー派遣事業を引き続き実施するとともに、医療機関からの派遣申請を促す
ため、平成 ２７ 年度の派遣事例を紹介するチラシを作成及び配布する。
1　事業の体制整備等

　平成 ２８ 年度アドバイザー派遣事業実施要領を作成する。
　平成 ２７ 年度の派遣事例において、派遣前派遣後で院内における輸血療法や輸血管理体制がどのよ
うに変化したかがわかるチラシを作成する。

２　事業の周知方法
　大分県福祉保健部薬務室ＨＰ、大分県合同輸血療法委員会が行う各種アンケート送付時、大分県合
同輸血療法委員会合同会議、血液製剤使用適正化説明会等の機会を利用し、事業について周知する。

３ アドバイザー派遣申請受付方法
　申請の受付窓口は大分県赤十字血液センターとする。

４ 派遣申請への対応（事前協議及び施設訪問）
　申請者の派遣希望理由をもとに、申請者と対応方針を協議し、施設長の許可のもと、施設訪問を行う。
申請者の希望に合わせ、輸血認定医師や認定輸血検査技師等による講習会の実施、輸血の管理体制の
具体的な助言、他の施設に検査を委託することを提案するなど、適正使用に向けた支援を行い、成果
として輸血前の患者の検体保管、管理簿の作成、不規則抗体検査の外部委託などに繋げる。

5 アンケートの実施
　派遣終了後、申請者に今後のアドバイザー派遣事業に活かすためのアドバイスをいただく。

6 派遣結果の還元
　支援内容及びアンケート結果について分析し、今後の活動に活かす。

②災害時輸血ネットワークの活動について
・平成２4年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議において
　「Ｉ＆Ａ受審への勧めと災害時での思案」演題発表
・平成２5年8月３0日　大分県臨床検査技師会より輸血担当技師推薦
・平成２5年9月１２日　大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議
・平成２5年１１月２２日　災害時での輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
・平成２5年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議において
　災害時でのアンケート発表（試験管法のできる技師・貸出可能試薬など）
・平成２６年8月２７日　災害時輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
　各病院における緊急輸血時の業務体制について
　緊急度の分類について
　緊急度マニュアル作成について
・平成２６年１0月２９日　災害時輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
　緊急を考慮した輸血マニュアルについて
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　災害時輸血ネットワーク分化会規約（案）について
・平成２７年４月8日　大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議　三愛メディカルセンター
　臨床検査技師会の総会が6月２１日(日)に開催するので議題として挙げる。
・平成２７年9月１0日大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議　大分県赤十字血液センター臨

床検査技師会の各部門で災害医療の中で必要とする検査等を整理する。

研究結果
①アドバイザー派遣事業について

《実施要領及び概要》・・・別紙1、２　《配布チラシ》・・・別紙３、４
《医療機関宛ご案内》・・・別紙5　　　《派遣実施後アンケート様式》・・・別紙6
《平成 ２８ 年度派遣実績》
　施設①（南部医療圏内医療機関、一般病床 ７２ 床）

派遣希望理由：血液製剤の適正使用や安全な輸血療法等について話を聞きたい。
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
研修参加者：臨床検査技師３名、看護師 ３5 名
派遣を受けた感想：輸血の過誤事例は特に参考になった。マニュアルの見直しを行います。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床 40 床）
派遣希望理由：普段、輸血を行う機会が少ないため輸血に関する知識が薄いため。
講義等の内容：安全な輸血療法、産科の緊急時の輸血療法についての理解
研修参加者：医師３名、助産師３名、看護師 ３0 名、事務1名
派遣を受けた感想：危機的出血時の輸血の必要性が分かった。輸血の体制作りを検討していく。
派遣対応者：大分県立病院　副院長総合周産期母子医療センター 所長・産科部長　佐藤昌司

　施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床 １９ 床）
派遣希望理由：適正使用、輸血の実施方法の確認、検査方法の見直し
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
研修参加者：看護師（助産師）１5 名
派遣を受けた感想：副作用や交差適合試験を行う必要性。マニュアルの見直しを行います。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　施設④（北部医療圏内医療機関、一般病床 ２50 床）
派遣希望理由：輸血療法委員会の輸血に関する知識のスキルアップ、医師への適正使用の徹底
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の使用指針について講義
研修参加者：医師３名、看護師２名、臨床検査技師 ２２ 名、薬剤師1名、事務２名
派遣を受けた感想：患者へ説明する際に大変参考になります。最新の知識が得られました。
派遣対応者：大分県厚生連鶴見病院 検体検査科 菊池 博、大分県赤十字血液センター 渡辺芳文

　施設⑤（西部医療圏内医療機関、一般病床 ６６ 床）
派遣希望理由：輸血検査、血液製剤の使用にあたっての講演。
講義等の内容：安全、適正な輸血療法、安全な輸血療法について（主に輸血検査）
研修参加者：医師5名、看護師 ２5 名、検査士1名
派遣を受けた感想：輸血過誤の具体的話が良かった。輸血療法を考え直す良い機会となった。
派遣対応者：大分大学医学部附属病院輸血部　緒方正男　
　　　　　　大分県済生会日田病院　臨床検査部　葦苅 巌
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　施設⑥（北部医療圏内医療機関、一般病床 4６ 床）
派遣希望理由：血液製剤の管理と注意点、輸血副作用について
講義等の内容：輸血療法の実施に関する指針、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
研修参加者：看護師 １８ 名、リハビリ４名
派遣を受けた感想：輸血の基本事項（観察、時間、副作用、手技等）の再確認でき参考になった。
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

　施設⑦（中部医療圏内医療機関、一般病床 4９ 床、療養病床 ６９ 床）
派遣希望理由：血液製剤の適正使用、血液製剤の取り扱いの研修
講義等の内容：血液製剤の適正使用について、血液製剤の取り扱いについて
研修参加者：医師5名、検査技師8名、看護師 １６ 名
派遣を受けた感想：輸血療法の基本から最新情報 ( 副作用等 )、適正な輸血について大変良かった。
派遣対応者：大分県立病院　血液腫瘍科　大塚英一　大分県赤十字血液センター　吉武成彦

　施設⑧（北部医療圏内医療機関、一般病床 ９３ 床）
派遣希望理由：輸血の適応基準、輸血に対する意識の統一
講義等の内容：安全な輸血療法について、血液製剤の適正使用について
研修参加者：医師6名、看護師 ３６ 名、薬剤師２名、臨床検査技師２名、事務 １３ 名
派遣を受けた感想：輸血の院内体制や適正な血液製剤の使用について参考になった。
派遣対応者：大分記念病院　血液内科　佐藤昌彦　大分県済生会日田病院　臨床検査部　葦苅 巌

地区研修会⑨（豊肥地区）平成 ２８ 年 １２ 月 １９ 日
研修参加者：医師5名、看護師 １１ 名、臨床検査技師6名、薬剤師２名、その他３名
講義内容：血液製剤の適正使用について　 輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：大分県立病院 血液内科 佐分利能生、大分県赤十字血液センター 渡辺芳文

地区研修会⑩（南部地区）平成 ２８ 年 １２ 月 ２１ 日
研修参加者：医師1名、看護師1名、臨床検査技師7名、薬剤師1名
講義内容：血液製剤の適正使用について　 輸血療法の実施に関する指針
派遣対応者：南海医療センター血液内科 卯野規敬、大分大学医学部附属病院医療技術部 立川良昭
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別紙１
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別紙２
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別紙３
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別紙４
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別紙５
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別紙６
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②災害時輸血ネットワークの活動について
《平成２８年度活動実績》
　・大分県福祉保健部医療政策課の災害対応部門の担当者との協議

日　時：平成２８年9月２７日(火)　１4：00～１5：00　
場　所：大分県庁
出席者：麻生主幹・新貝主事（医療政策課）田中（薬務室）佐藤会長（大分県臨床検査技師会）
　　　　渡辺（血液センター）
内　容：大分県臨床検査技師会との協定について

　・大分県臨床検査技師会長との協議
日　時：平成２８年１0月１９日（水）１5：00～１６：00　
場　所：三愛総合検診センター
出演者：佐藤会長・葦苅
内　容：ボランティア保険・登録技師・研修についてなど

　・災害時ネットワーク会議
日　時：平成２８年１２月8日（木）１８：３0～１９：３0
場　所：大分県赤十字血液センター
出演者：立川（大分大学医学部附属病院）富松（大分県立病院）佐藤（アルメイダ病院）山口（別

府医療センター）寺田（厚生連鶴見病院）梅田（南海医療センター）小野（臼杵コスモス
病院）首藤（豊後大野市民病院）谷村（中津市民病院）池上（高田中央病院）森（宇佐高
田医師会病院）渡辺・吉武（血液センター）葦苅（済生会日田病院）

内　容：登録技師および連絡網について・教育プログラムについて

　・県との協議
日　時；平成２９年２月３日（金）１８：３0～１９：３0
場　所：大分県赤十字血液センター
出席者：佐分利（大分県合同輸血療法委員会）佐藤（大分県臨床検査技師会）芦刈・田中（薬務

室）渡辺・吉武（血液センター）葦苅（済生会日田病院）
内　容：災害時ネットワークの検討について

　・資料
《緊急輸血と輸血検査》・・・別紙7
《役割分担(案)》・・・別紙8
《教育プログラム(案)》・・・別紙9
《災害時輸血ネットワーク体制(案)》・・・別紙1０
《災害時輸血ネットワーク連絡網(案)》・・・別紙11
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別紙８
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別紙９
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別紙 10
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別紙 11
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平成 ２８ 年度第 1回大分県合同輸血療法委員会
次　第

日　時：平成 ２８ 年 １0 月 １９ 日（水）１９：00 ～ ２0：00
場　所：大分県赤十字血液センター

1　開会
２　あいさつ
　　大分県合同輸血療法委員会　　佐分利　能生　委員長
３　議題
　　（1）大分県合同輸血療法委員会要綱の改訂（委員の変更）について

　　（２）報告事項について
　　　　①輸血用血液の供給状況について
　　　　②平成 ２８ 年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について　
　　　　③平成 ２８ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について

　　（３）平成２8年度事業について
　　　　①アンケート調査について                               
　　　　②大分県合同輸血療法委員会合同会議について           
　　　　③アドバイザー派遣事業について                         
　　　　④（公社）大分県臨床検査技師会の災害対応について
　　　　⑤輸血療法適正化説明会について　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　（４）その他
　　　　①新委員の追加について
　　　　②大分県赤十字血液センター　供給課からのお願い事項
　　　　③平成 ２８ 年度第２回大分県合同輸血療法委員会の開催について
４　閉会
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平成 ２８ 年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議
≪プログラム≫

日　時：平成２９年1月２１日（土）１4：00～１６：２0
会　場：大分県薬剤師会館

１4：00～１4：05
【開　会】
　　大分県福祉保健部薬務室長 芦刈　光日出
【開会挨拶】　
　　委員長　大分県立病院　血液内科部長 佐分利　能生
　　　
１4：05～１4：１5
【報　告】
　　アンケート調査結果について
　　　大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課　学術係長 吉武　成彦　

１4：１5～１4：40
【一般演題】
　座　長　　大分県臨床検査技師会　認定輸血検査技師 葦苅　巌　　

1）「当院における外来患者の輸血実施状況および輸血情報カードの運用について」
　　大分県立病院　輸血部　主任臨床検査技師 富松　貴裕　

２）「在宅輸血について」
　　在宅緩和ケア充実診療所　医療法人カーサミア　　
　　やまおか在宅クリニック　院長 山岡　憲夫　

（１4：40～１4：50　休憩）

１4：50～１5：２0
【特別講演1】
　座　長　　大分県看護協会　副会長 寺沢　操　　

　｢合同輸血療法委員会における看護師の役割について｣
　神鋼記念病院　血液病センター　 松本　真弓　

１5：２0～１６：２0
【特別講演２】
　座　長　　大分県立病院　血液内科部長 佐分利　能生

　｢在宅輸血・中小医療機関の輸血療法への取り組みについて｣
　青森県立中央病院　
　　臨床検査部長、「医療の質」総合管理センター副センター長 北澤　淳一　

【閉　会】
　大分県赤十字血液センター　所長 岡田　　薫　
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　【司会】定刻になりましたので、ただいまから始めさせていただきます。
　私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、大分県福祉保健部薬務室の山本と申します。よ
ろしくお願いいたします。
　今日の資料の確認です。平成 ２８ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議資料　それから合同会議
アンケートです。輸血細胞治療学会九州支部の参加証明書の以上３種類です。なお、お配りしました
アンケートは、お帰りの際に受付の回収箱にお入れ下さい。それでは、大分県福祉保健部薬務室長の
芦刈から、開会の言葉を申し上げます。

２．開会の言葉
大分県福祉保健部薬務室長　芦刈　光日出

　みなさんこんにちは、輸血医療に携わっておられます皆様方に於かれましては平素から血液製剤の
適正使用につきまして、ご尽力賜り、この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。
　本日、高速道路が乱れている状況でまだ、こちらに到着しておられない方もおられますけれど、県
内各地からご参集賜りまして誠にありがとうございます。
　それではただいまから、平成 ２８ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議を開会いたします。
本日はよろしくお願いします。

【司会】はじめに、大分県合同輸血療法委員会委員長であります、大分県立病院血液内科部長の佐分
利委員長からごあいさつを申し上げます。佐分利委員長、お願いします。

３．開会挨拶
　　　　大分県立病院　血液内科部長　佐分利　能生

　大分県合同輸血療法委員会 委員長の佐分利でございます。今日は、天気が悪くて心配していたの
ですが、お忙しい中たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。
　この委員会は平成 ２３ 年に設立されまして、今回で6回目になります。今日は、神戸から神鋼記念
病院の松本真弓先生、それから青森から青森県立中央病院の北澤淳一先生にお越しいただきました。
　さて、この委員会は6年間やっているわけですけれども、行政、医療、血液センターの３つの力が
集まって作られているのが、大切なところです。医療の中では、今日来られている検査の方とか、看
護の方、そういう方々の力が、これからどんどん必要となってきます。そういう意味もありまして、
今日は松本先生に来ていただいて、合同輸血療法委員会に於ける看護師の役割ということについてお
話頂きます。今日はお医者さんが少ないと思いますが、輸血が中小の病院でされていく流れにありま
す。特に在宅を含めて小さな施設で行われる可能性がたくさん出てきます。こういうことに関して青
森から北澤先生に在宅輸血、中小医療機関の輸血療法への取り組みについてお話いただきます。よろ
しくお願いします。
　そこで、当県では実地医療で在宅の治療をされています「やまおか在宅クリニック」の山岡先生に
実地医療の輸血についてお話をして頂くということで、来て頂きました。今日はどうぞよろしくお願
いいたします。そして、自分の病院の中の委員会で、発言するようにどんどん好きな事を言って盛り
上げてください。よろしくお願いします。
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４．報告
【司会】それでは、一般演題に先立ちまして大分
県赤十字血液センター学術・品質情報課の吉武成
彦学術係長からアンケートの調査結果についてご
報告をいたします。
アンケート調査結果について

大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課
学術係長　　吉武　成彦

大分県赤十字血液センター学術品質情報課の吉武
成彦と申します。よろしくお願いします。

査技師が 5８％、医師が２１％、看護師が １0％でした。

対象医療機関は平成 ２６ 年度～平成 ２７ 年度　血液
製剤供給実績がある医療機関 ２２６ 施設です。
回収率は 4８.７％でした。供給数の少ない医療機
関の回答率が低くなっています。回答者は臨床検

アンケート調査結果について報告いたします。
今年度は、輸血に関する院内の体制に関するアン
ケートと災害時の対策についてのアンケートを取
らせていただきました。災害時の対策についての
アンケートは ２0１２ 年と ２0１３ 年に供給数上位 ８0
施設にとりましたので今回と比較しました。

病床数は １00 未満の医療機関数が多いことが分か
ります。発注している部門と保管管理している部
門は検査部門が最も多く、続いて看護部門、薬剤
部門となっています。２00 床以上の施設では、全
て検査部門で管理されています。病床数の少ない
施設程、看護部門が多い傾向でした。

血液製剤の廃棄については、無い施設が 5６％、
有る施設が 4２％でした。１00 床以下の施設では、
廃棄がない傾向がありました。検査体制では、交
差試験を院内で行っている施設の割合が最も多
く、次いで血液型でした。不規則抗体検査や抗体
同定は外注が多く。スクリーニングは院内でも抗
体陽性時は外注に出す施設が多いように思われま
す。病床数の少ない施設程外注が多い傾向でした。
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検査の実施者については臨床検査技師がほとんど
ですが、１00 床未満の施設で医師が行っている施
設が４施設、看護師が1施設ありました。在宅で
の輸血を行っている施設が、9％ありました。1
施設を除き、１00 床未満の施設でした。

指針について参考にしている ８4％、していない
が １0％でした。輸血の実施者について看護師が
８4％、医師が １4％でした。 

輸血療法についてのマニュアルがある施設が

８5％、無い施設が １4％でした。マニュアルがあ
る施設 ９３ 施設では輸血実施手順のマニュアルは
すべてありました。加えて副作用発生時の対応マ
ニュアルがある施設が ６６ 施設さらにそのほかの
マニュアルを整備している施設が３施設ありまし
た。その他の内容は、輸血療法委員会設置から輸
血後感染症まで一連の輸血療法に関する全て、適
正使用について、自己血貯血について、輸血同意
書について、使用基準、宗教的輸血拒否に対する
マニュアルでした。 

説明を行い同意書を取得している施設は ９６％の
１0６ 施設でした。輸血用血液製剤で同意書を取っ
ていない施設がありました。いずれも、病床数
１９ 床以下でした。輸血同意書を取らなければ輸
血料は取れないはずですので、是非、取っていた
だくようお願いします。

使用記録の保管がされていない施設ありました。
薬機法で ２0 年以上の保管が決められているので、
記録の保管は必ずお願いします。
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施設における輸血に関する考えで、不安がないと
いう施設が 5３ と最も多く、次いで、輸血の必要
性だけで紹介しがたい、緊急または至急のため輸
血せざるを得ないが ２0 施設でした。１９ 床以下の
施設では、極力中核病院へ紹介するが多い傾向で
した。

外部サポートの必要性を感じた施設が ６７％でし
た。病床数の少ない施設程、サポートを必要と感
じていない傾向にありました。内容は検査に関す
るものが1番多く、次が適応や製剤の選択につい
てでした。その他として休日の検査、職員への研
修がありました。

外部サポートについてですが電話による相談の要
望が一番多く、次いで研修会・説明会でした。

サービス、サポートのご意見は、検査や相談への
対応、特に時間外や休日にも対応してほしい。地
域に指導する人がほしい。という意見が多く寄せ
られました。

災害時のマニュアルがある施設は 5７％でした。
２0１２ 年からの割合は、あまり変わりませんでした。

マニュアルの中に輸血部門の記載がある施設は ２5％
でした。２00 床未満の施設では、無い傾向にありま
した。２0１２ 年から比較すると少し増えていました。
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平常時の院内保管は、赤血球では A と O 型だけ
を置くと答えた施設が増えましたが、血漿は A
と O 型だけを置く施設は無くなりました。

災害時の備えや対策では、非常用自家発電機の確
保、防災訓練の実施がされている施設が多かった
です。

２0１２ 年からの比較です。増えたのが「機械など
の転倒防止措置」「自家発電機に冷蔵庫、FAX 等
が接続できる。」「手動で動かすことができる」、「自

前の衛星電話」「電子カルテやシステムが使用で
きない場合の体制」で、減ったのが、「非常時の
緊急電話の設置」、「固定電話・公衆電話」、「検査
技師などの専門職員への緊急連絡体制」でした。

自家発電機の稼働可能時間は8時間以下が多く
７２ 時間以上が２施設ありました。２0１２ 年との比
較ではあまり変動はありませんでした。

災害が起きた時に院内で課題となりそうなことに
ついて今年度は特に、熊本大分地震もありたくさ
んの意見をいただきました。
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一つ一つ紹介できませんが、内容をまとめると血
液の供給に関するものが最も多く、次いで水や電
気などのライフラインへの不安が多く寄せられま
した。

【北澤】県外からの参加者で失礼します。青森県
立中央病院の北澤です。Q 8で「輸血療法の実施
に関する指針」および「血液製剤の使用指針」を
参考にしていないという答えが見られたというこ
とですけれど、これはどのような施設の方が多く
て、どのようなことが考えられるのでしょうか教
えて頂きたいのですが。

【演者】やはり病床数の少ない施設の方が参考に
していないという施設が多い傾向ですけれど、細
かい状況は今回のアンケートでは収集していな
かったのでわからないです。

【北澤】病床数の少ない施設では参考にならない
から参考にしていないと、他のアンケートでも出
ているのでそれと同じかと思います。

【佐分利】第1回目の合同輸血療法委員会で、今
日来られているアルメイダ病院の大野栄治先生が
災害のことで、話してもらって、この委員会でも
ずっとテーマとして取り上げてきているのですけ
れど、先ほど災害のアンケートがありましたけれ
ど、去年は熊本の地震の問題があったりしていろ
いろあったと思うのですが、皆さんの反応は変
わってきていますか。合同輸血療法委員会で取り
上げていることが影響できているのか知りたいの
ですが。

【演者】アンケート中で最後の方のご意見の件数
ですけれども ２0１２ 年や ２0１３ 年と比べると倍以上
の件数で詳しく書かれていますので、医療機関で
の取り組みや課題、不安は増えているのではない
かと感じました。

【佐分利】分かりました。
【司会】吉武係長どうもありがとうございました。
時間の関係で先に進めたいと思います。

これで、報告を終わります。アンケートにご協力
ありがとうございました。

【司会】どうもありがとうございました。ただ今
の報告につきまして、ご質問等がある方がいらっ
しゃいましたら挙手をお願いします。
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5．一般演題
【司会】それでは、一般演題に入ります。
　大分県臨床検査技師会　葦苅様に座長をお願い
いたします。

【座長】大分県臨床検査技師会の葦苅です。よろ
しくお願いします。それでは、1題目は「当院に
おける外来患者の輸血実施状況及び輸血情報カー
ドの運用について」です。大分県立病院　輸血部
主任　富松貴裕先生よろしくお願いします。

当院における外来患者の輸血実施状況および輸血
情報カードの運用について

大分県立病院　輸血部　富松貴裕

ご紹介有難うございます。県立病院の富松と申し
ます。では早速始めさせて頂きます。

まず、大分県立病院の概要についてです。病床数
は 5７８ 病床です。内訳は一般病床 5６６ 床、感染症
病床 １２ 床からなる、急性期総合病院となります。
診療科につきましては、スライドのようになって
おります。施設の特色としては、救命救急センター
や周産期センターが整備され三次救急に対応して
おります。

特記事項としては、総合周産期母児医療センター、
救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院の
指定、DPC 対照病院として地域医療連携強化に
取り組んでいます。また、エボラ出血熱の関係で、
２0１4 年の １１ 月から第一種感染症指定医療機関の
指定を受けており県民医療の基幹病院として安心
安全の対策を構築しています。臓器移植は行っ
ていません。平成 ２６ 年の心臓血管外科の手術は
２３5 例となっています。

次に、輸血部の業務概要となります。輸血部門の
職員としては医師1名、検査技師４名となってい
ます。輸血用血液製剤の年間使用量は ２0１5 年の
集計になりますが、赤血球製剤が ６,0３２ 単位、血
小板製剤が １5,６７0 単位、新鮮凍結血漿が ３,454
単位となっています。造血幹細胞移植を３９ 例行っ
ております。血漿交換 １5 回行っています。新生
児の少量輸血に対して、小バッグに分ける赤血
球製剤分割を実施しております。２0１5 年は ３１ 例
行っております。また、術前貯血回数は ３0３ 回
で、自己血輸血症例は １２９ 例となっています。ま
た ２0１６ 年４月から院内調整血小板洗浄術を実施
していまして４月から １２ 月までで １３７ 例実施し
ております。
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血液製剤使用状況外来輸血割合のグラフになりま
す。左側の棒グラフは平成 ２３ 年から ２８ 年の血液
製剤の使用状況になります。右の円グラフは平成
２３ 年から ２８ 年の間の輸血に対する外来輸血患者
の割合となっています。外来輸血患者は １１％と
なっています。

外来患者の赤血球製剤輸血状況になります。左は
平成 ２３ 年から ２８ 年の年間の使用数です。外来で
の赤血球製剤の使用は年々増加傾向にあります。
右のグラフですけれど、診療科別の使用状況で、
血液内科での使用が圧倒的に多く、次いで消化器
内科、外科となっています。

続きまして、外来患者の新鮮凍結血漿輸血状況で
す。左は平成 ２３ 年から ２８ 年の年間使用数で、平
成 ２７ 年にやや減少がみられるのですけれど全体
として増加傾向にあります。右のグラフは診療科
別の新鮮凍結血漿の使用状況になりますが、脳神
経外科、整形外科、小児科、救急科での使用が多
く見られます。

血小板製剤の使用状況になります。左のグラフは
年別で表しています。平成 ２６ 年が特に多いです
けれども、全体的に見ると徐々に増加している状
況にあります。右のグラフは診療科別になります
けれども、ほとんどが血液内科での使用となって
います。

外来患者のアルブミン製剤の使用状況です。輸血
部でのアルブミン製剤の管理が平成 ２4 年から開
始したということで ２３ 年のデータは無いですけ
れども、平成 ２4 年から ２８ 年のデータとなります。
平成 ２5 年から ２７ 年までは減少傾向にあったので
すけれど、平成 ２８ 年度は増加しています。右の
グラフは診療科別の製剤の使用状況になります。
小児科、外科、救急科、消化器内科の順で使用量
が多くなっております。
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外来患者と血液製剤輸血実施場所の変遷になりま
す。外来診療科と中央処置室、救急外来、化学療
法室での血液製剤輸血実施状況のグラフとなって
います。赤血球製剤については、中央処置室での
運用が年々増えて、各診療科外来での輸血が減少
しています。救急外来では穏やかな増加傾向を示
しています。平成 ２８ 年では化学療法室での赤血
球輸血が増加しております。血小板でもほぼ中央
処置室での輸血となり、各診療科での使用は少な
くなりました。FFP に関しては救急外来での使
用が多く外傷出血などでの使用が中心となってお
ります。

輸血後感染症検査の実施率の向上ということでス
ライドにあります①～③番の取り組みをしており
ます。また、輸血後感染症検査のご案内ですけれ
ども、これは患者さんに渡す分ですけれど、赤枠
で囲った部分については経過観察になり他院に転
出された場合でも、このご案内を呈示することで
検査が受け入れ出来るように説明文を入れており
ます。

また当院では輸血情報カードの発行をして患者さ
んに渡すような運用を行っています。不規則抗体
の検査で臨床的に意義のある抗体が検出された場
合、他院でも情報の共有ができ、より安全な輸血
ができることを目的としております。左側は患者
さんにカードを渡す際の説明文になります。なお、
当院で血液型検査を２回実施していない場合は、
血液型確定とならないので、血液型の欄は空欄の
ままで患者さんに渡す形になります。発行数です
けれども、２0１5 年は 50 件で、２0１６ 年は 4９件となっ
ています。

輸血後感染症検査の実施率になります。２0１0 年
から ２0１３ 年につきましてはシステム不具合のた
め集計できていませんので、空欄になっておりま
す。実施率としましては、実施率向上の取り組み
が徐々に現れて年々増加しているところです。ま
た、輸血後感染症に関心が高くなってきたのでは
という考えもあります。２0１６ 年の科別実施率で
は小児科、産科は １00％となっております。その
他の診療科は２割程度となっております。

結語になります。厚生労働省からの委託事業と
して、日本輸血細胞治療学会調査統計委員会の
２0１5 年の外来輸血事態報告によると、外来輸血
実施は病床数が大きいほど外来で輸血されてい
る。血小板輸血は ２00 床以上の施設で行われてい
る。
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DPC 算定病院では、外来輸血実施率が高かった。
という風になっています。さらに、病院外輸血に
ついて病床数が小さい医療機関の方が実施件数が
多く、在宅医療や終末期医療として多かったとい
う報告がありました。当院は、DPC 病院で外来
輸血患者は年々多くなっております。
また、外来輸血実施・帰宅後の副作用発生時の対
応について、説明を口頭で実施するのみではな
く、文書で実施することが重要という報告もあり
ます。当院では、口頭の説明であり、今後の課題
であります。
また、輸血情報カードの運用につきましては、情
報の共有化が行われるよう地域連携の対策が課題
となります。県民安心安全を医療面で支えるべく
なお一層努めて参ります。

【座長】
ありがとうございました。フロアの方から質問等
ありませんでしょうか。

【岡田】血液センターの岡田ですけれども、外来
での輸血で赤血球、血小板の使用が血液内科で圧
倒的に多いということですけれど、どのような疾
患が外来での輸血に移行しているのか。
たぶん輸血依存性貧血、MDS とかそういったも
のになると思うのですが、後の在宅輸血の話に繋
がっていくと思うので、県病での外来輸血のメ
ジャーな疾患を教えて頂きたい。

【佐分利】外来輸血は私が一番数が多いと思いま
すので、今、骨髄線維症の方で輸血をしている方
と、骨髄異形成症候群ですね。白血病で在宅で
見るようになった人が行われている。ほかには
PNH（発作性夜間血色素尿症）とか、寒冷凝集
素症とかそういう病気にも行っています。

【岡田】はい。
【佐分利】ついでに、質問いいですか。血液内科
で一番輸血している割には輸血後感染症検査率が
全然増えないので申し訳ないと思っています。
不規則抗体が出ている中で、カードを出している
割合はどれくらいですか。

【富松】こちらで検査をして臨床的に意義のある
抗体を見つけた場合は必ず出します。

【佐分利】不規則抗体が出た数と思っていいです
か。

【富松】臨床的に意義の無い冷式抗体とかは渡し
ていません。

【佐分利】なるほど、ありがとうございます。
【座長】時間が迫っていますので、休憩時間にで
もご質問をお願いします。どうも、富松先生有難
うございました。
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【座長】続きまして、「在宅輸血について」在宅緩
和ケア充実診療所医療法人カーサミアやまおか在
宅クリニック 院長　山岡憲夫先生のご講演に入
らせていただきます。ご講演の前に、先生のご略
歴を簡単に紹介させていただきます。
１９７８ 年長崎大学医学部をご卒業されて、大分県
立病院の胸部外科副部長や大分ゆふみ病院の院長
などを歴任された後、やまおか在宅クリニックを
開業されて、現在に至っています。学会の方では、
日本ホスピス緩和ケア協会　元理事、日本緩和医
療学会　代議員、暫定指導医、全国在宅療養支援
診療所連絡会　理事　世話人などを歴任されてお
られます。それでは、山岡先生よろしくお願いい
たします。

在宅輸血について
在宅緩和ケア充実診療所　　　　　　

やまおか在宅クリニック院長　山岡憲夫

ありがとうございました。佐分利先生からお願い
がありまして、佐分利先生とは県病時代長かった
のでよろしくお願いします。
今日は、在宅輸血。今 45 例やっております。
ここにありますように在宅緩和ケア充実診療所と
して厚労省から大分県では唯一認められておりま
す。
在宅輸血についてしゃべりたいのですが、まず、
在宅医療というのがどういうものか知っておかな
いと進まないと思いますので、それについてお話
ししたいと思います。

在宅医療とは、あくまでも患者さんが自分で通院
が困難になった場合です。自分で通院ができる方
は外来輸血になります。

外来通院がきついという患者さんと、もう一つ、
入院患者さんが家に帰りたい。特に終末期のがん
患者さんが家に帰りたい。今、家に帰りたい方は、
全国で４割いるそうですが、実際に家に帰れる方
は1割しかいません。それは、輸血ができないか
らという理由も少しはあるかもしれません。私た
ちはこういう最後に家に帰りたいという方、ター
ミナル（終末期）のがん患者さんを中心に診てお
ります。通院できない患者さんの家に私たちが向
かうというのが在宅医療でございます。
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出来るのは、単なる採血だけでなく、輸血もでき
ます。小手術、胸水とか。IVH は ３0 例ほど年間
あります。今日も胸水を午前中に抜いてきました。
こういうこともエコー下で、できるようになって
います。
私たちに患者さんから頼まれたら、主治医は、私
になります。大分市全体に広がっていますが、何
が起こっても、２4 時間 ３６5 日対応します。土曜、
日曜、お盆、正月関係なしで、今、私が主治医の
在宅患者は ２２0 名いますけれど、その患者さんが
何か悪くなれば、すべて、私の方に連絡が取れる
体制が整っています。

その中には、がんの在宅患者さんは今 ３0 名ほど
います。
在宅と病院の違いについてですが、病院から家に
帰りますと何が違うかと言いますと、家には患者

さんの家族がいます。つまり、患者さん本人と共
に家族もケアする必要がある点です。在宅では、
医療面では、医師の他にも、訪問看護師、薬剤師
と共に診て行きます。もう一方は生活面を支える
ためにヘルパーさんやケアマネさんが必要になっ
てきます。みんなでチームで患者本人と家族を看
ているというのが、在宅の大きな違いでございま
す。

そしてこのスライドの患者さんは神経難病ですけ
れど、この患者さんを看るために １３ 名のスタッ
フが在宅で診ています。また、6カ月に1回担
当者会議を開いています。医師、看護師以外に
も、歯医者さんもいますヘルパーさんケアマネー
ジャーさんも居て、こういう多くの方が見守って
いるというところが在宅医療の大切なところでご
ざいます。
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これは、当クリニックの在宅看取りですけれど、
去年は1年間に １5８ 例ともっと多かったのです毎
週３名で、月に １３ ～ １4 名くらいの方をいつも看
取っています。病院で亡くなるのを見ていくこと
は、そばに医師や看護師がいますので簡単ですが、
自宅で亡くなるのは非常に大変です。私たちの
１5８ 例の在宅看取り数は九州では断トツ一番で、
西日本でも２～３番目の数です。

こういう多くの方を診るために、大分市内の ２4
か所の訪問看護ステーションと連携しています。
例えば、午前中に病院から家に帰りたいというこ
とであれば、その地区の一番近い訪問看護ステー
ションの訪問看護師さんがすぐに行って、午後か
ら訪問診療が始まるような体制が、大分市ではで
きています。このために、大分市の自宅でがんで
亡くなる方の４分の３をうちのクリニックが看
取って診ているという現状です。こうやって、在
宅で ２4 時間 ３６5 日診ていて、何かあれば5分 １0
分で看護師さんが自宅へ駆けつけることができる
ようにして、皆でチームを組んで一緒に協力して

在宅医療をやっています。

在宅輸血ですが、7年半で 45 名の方に在宅で、
ほとんど自宅で、輸血をしました。在宅患者 １,７９８
名中 45 名 ２.5％です。45 名中 44 名はがん（悪性
新生物）です。1例は腎不全で貧血が強くて輸血
をしましたが、ほとんどがんの患者さんです。
45 例の内訳は赤血球が 4３ 例、血小板が6例で、
血小板だけが２例で両方が４例です。輸血患者の
年齢ですが、１１ 歳から ９0 歳平均年齢 ７0 歳です。
がん患者が多いのでどうしても高齢者が多いで
す。こういう方を自宅で輸血をしております。

44 名の輸血がんの患者さんですが、その疾患は、
悪性血液新生物、白血病などが多かったです。あ
とは、胃がん、乳がん直腸がんなどです。こうい
う固形癌の方は腫瘍からの出血が続いて、輸血を
せざるを得ないことが多いです。あとは、抗がん
剤治療のために骨髄がやられてどうしても輸血を
しないといけない。こういう患者さんに輸血して
います。輸血の量ですけれど、RCC で 4３ 例の平
均は7単位くらいです。そんなに多いものではあ
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りません。というのは、自宅に帰った患者さんは
ほとんど予後が1カ月から２カ月の患者さんで、
ホスピスと同じような時間しかありません。その
中でも全身状態をよくするために、２単位から
4２ 単位の輸血をしました。残念ながら３例の方
に6単位廃棄しました。1例は肝がんの腹腔内出
血で、輸血を準備している時に亡くなりました。
あと２例は白血病関係の患者さんで定期的に毎週
しますので、２週間分の輸血を準備していたとこ
ろ、急死で輸血ができなかったことがありました。
血小板は5-１0 単位で、多くはありません。

どんな方に RCC 輸血しているかというと、Hb
が8g/dl 未満をするようにしています。ほとん
どが6未満で重症の貧血で、２5 例 ６0％こういう
方です。一番最低は Hb２.２g/dl でした。後で示
します。輸血をする患者さんの予後は、1カ月ほ
しいと思っていますが、実際には症例の半分くら
いは1カ月未満です。この中には、白血病のよう
な血液疾患で毎週輸血している患者さんもいま
す。輸血をすることで少しでも QOL を上昇させ
たいということがありますが、短いのも仕方あり
ません。
輸血した患者さんが今までに 45 名いますが、年
間7～8名です。この中で、自宅で亡くなる方
が ３３ 例（７5％近く）です。血液疾患の8例中6
例は自宅で最期を看取りました。現在まで ９00 例
近く在宅で看取っていますけれど、そのうち大体
７5％、約４分の３は最後を在宅で迎えることがで
きます。あと患者さんの状態の急変や家族が疲れ
たということで、病院に再入院する方は４分の1
いらっしゃいます。

私たちは在宅専門のクリニックですけれど、輸血
のマニュアルを作っています。

看護師長が厳しく管理しており、管理簿は当然
２0 年間保管します。ロット番号など全部きれい
に書いております。濃厚赤血球は照射血しかしま
せんけれど、適応は Hb が8g/dl 以下でも症状が
ないとしません。予後は1カ月くらいほしいので、
短い方はしないようにしていますが、有症状でふ
らつきが強い方などはしています。血小板は1万
から２万以下で出血傾向がある方や、今まで入院
で毎週血小板を輸血しているような方は、在宅で
も毎週行っております。
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実際どうやってするかというと、輸血の承諾書は
当然もらいます。赤血球では血液型、不規則抗体、
クロスマッチの３つの検査を必ずやっています。
血小板は血液型のみです。

説明書は詳しく３枚くらいあります。

輸血の適応についても説明し、輸血を受けない時、
輸血をしたらどういう利点や意義があるのか、副
作用、輸血後の検査などの説明をしてその後必ず
同意書を２部作って、1部は患者さんの所に置い

て、1部は私たちのクリニックに置いておく形を
取っています。必ずこれを取ってから、輸血を行
います。 

輸血は大分県血液センターの方から持ってきま
す。血液が届いたら、輸血施行まで時間がありま
すので、４℃の保冷庫を買いまして、この中に貯
蔵して使います。

輸血が必要な患者さんが発生したら、必ずまず、
輸血承諾書を取ります。その後、採血します。採
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血した血液は、血液型やクロスマッチ、不規則抗
体用の検査に外注（緊急で）で出します。血液型
は分かっていても、もう1回必ずして、必要な血
液を大分県血液センターに頼みます。血液が届け
ば、そのセグメントチューブを持って、クロスマッ
チを外注の方へ回すということです。採血して輸
血の準備が整うまでかなり早くなりましたが、外
注検査室が取りに来てもらう時間、血液型、クロ
スマッチと、全部で３～４時間かかります。輸血
が OK となりますと、とりあえず血液は保冷庫
に置いて保存します。毎週する場合は、毎回クロ
スマッチを採血するのは患者さんの負担になるの
で、２週間分の血液を保存するという形になりま
す。実際の輸血の際は私たち医師と看護師と必ず
ダブルチェックで医者が静脈確保して在宅で始め
ます。看護師さんは輸血開始後5分、１5 分、３0 分、
６0 分に Vital チエックし、最低1時間は自宅で看
ます。患者さんが初めての輸血という場合は、最
後まで自宅にいます。でも２回目以降は、1時間
いてその後は、すぐに5分 １0 分間で行ける所に
待機していいます。輸血が終わった時に家族に知
らせてもらって看護師が点滴を抜きます。在宅で
は。最初から最後まで家にずっと居るというわけ
ではありません。それから、輸血のスピードは、
最初の5分から １0 分間は1分間に1cc 位です。
ゆっくり始めるのは当然のことです。

こういう輸血委員会も開いてクリニックの中で
チェックを行っております。

実際の症例を３例提示します。この患者さんは
45 歳女性です。４年前に乳がんと分かっていて
もどうしても病院に行くのを拒否していました。
乳がんの腫瘍が自壊しガーゼ交換を1年前からし
ていたのですが、どんどん出血しだしたのです。
そして、全く動けなくなったから来てほしいと本
人の友達から、当クリニックに電話がかかってき
て、患者宅へ行きました。診察して驚きました。
約 ２0cm に及ぶ大きな腫瘍から出血を繰り返して
いたのです。Hb が ２.２g/dl で Hct：８.２% です。
この状態でも、本人は最初は輸血を拒否していま
した。ゆっくり十分に輸血の説明をし、承諾を得
ました。３日後に6単位輸血して、お元気になら
れました。この方、紆余曲折あったのですが、ホ
ルモン療法をしたら著効しまして、今この腫瘍が
１0 分の1くらいになって、ADL 自立して歩いて
おります。この患者さん、４年前になりますが、
輸血しなければ亡くなっていたと思われます。
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次ぎの患者さんは 5６ 歳女性で末期卵巣がんです。
仙骨に転移して １5cm 位の腫瘍が膿瘍を形成して
出血が度々出ていました。総合病院に入院中で毎
週輸血を繰り返していました。どうしても本人が
帰りたいということで、くも膜下カテーテルより
モルヒネを投与しながら自宅に帰ってきました。
この写真は自宅に帰ってからです。誕生日会の写
真です。親一人、子一人なのです。娘さんは、婚
約者がいたのですが、お母さんがこういう状態で
したので結婚式を挙げてませんでした。私たちが
結婚式を提案し、輸血して全身状態の改善に努め、
自宅の横に施設があるのですが、施設の中で無事
結婚式をすることができました。緊急輸血もあり、
計 4２ 単位輸血を行いました。巨大腫瘍から出血
を繰り返しており、輸血をしないと、とても結婚
式も迎えられなかっただろうと思います。無事、
結婚式を終え、穏やかに自宅で永眠されました。

それから３例目は、最近の症例で、１１ 歳の少年
です。２年前に小腸原発性バーキットリンパ腫で
末梢幹細胞移植を２回やっております。再発し、
抗がん剤治療をしましたけれど、去年の8月に虚
血性腸炎で小腸穿孔しました。おなかの中から腸
が破れ出ており、非常に悪い状態です。彼には二
人のお兄さんがいて、お兄さんが病院から帰ると
非常にさみしい顔をする。そのことで、お母さん
は退院し自宅で療養させることを強く希望しまし
た。余命1カ月と言われましたが、9月に自宅に
連れて帰られました。経口摂取はできませんから
当然、IVHです。疼痛も強くモルヒネのCSIを行っ
ており、自宅で継続しました。このようモルヒネ
CSIなどの高度医療も在宅で年間１0例くらいやっ

ています。先週 １２ 日に亡くなりました。余命1
カ月と宣告されましたが約４か月間自宅で過ごさ
れました。彼は一生懸命頑張りました。クリスマ
スもサンタが来て（サンタは私ですが）、正月も
迎えて、二人のお兄ちゃんたちに囲まれて最後は
抱っこされて亡くなりました。この方は２週間に
1度輸血しましたが、輸血をしなかったら自宅で
の生活はとても無理でした。

8例の悪性血液新生物の患者さんで1例目は佐分
利先生からの症例です。血小板を毎週輸血してい
たのですがどうしても自宅へ帰りたいということ
で、帰って熱が出て7日間しか自宅に居られず、
また病院に戻りその1週間して亡くなりました。
この時、私たちは最後まで自宅で過ごさせてあげ
たかったのですが、亡くなった後にご主人がうち
のクリニックに来て「7日間だけでも自宅に帰れ
て女房はとてもうれしそうだった。」と非常に感
謝されました。在宅は最後まででなくても、本人
の希望する期間のみでも十分なことを教えて頂き
ました。この8例中6例は、自宅で最後まで看取
ることができました。先ほどの「ありがとうの手
紙」の中で輸血を毎週している患者さんの声が聴
かれました。この方のように外来に行けるうちは
いいのですが、もしも外来に行けなくなった時、
病院に入院して毎週輸血し、最後まで病院に居ら
ざるを得なくなります。そういう患者さんを私た
ちに紹介していたければ、もし、患者さんが自宅
での療養を望むのであれば、家で輸血でき、十分
に診れるような時代になっています。
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最後のまとめです。輸血が必要な患者さんが居れ
ば、在宅に於いても、輸血を安全に施行すること
は十分に可能だと思います。

病院にずっと入院していて最後は家に帰りたいけ
れど、輸血をしていて帰れないという方がいれば、
在宅でも十分輸血はできますので、今後も、血液
センターの方々や訪問看護師さんたちと協力して
在宅で輸血を続けたいと思います。
以上です。

【座長】ありがとうございました。フロアの方か
ら何か質問等ありませんでしょうか。

【岡田】大変すばらしいお仕事で感動しました。
クロスマッチを事前にするということが（アルメ
イダでされているということですが）、一番大変
ではないかという気がしますが。

【山岡】外注での検査センターはいろいろありま
すが、アルメイダの緊急検査室が一番早くやって
くれるので、夜でも日曜日でも頼んだら、できる
ということで、アルメイダに統一したほうが非常
に速いです。

【岡田】在宅で輸血をするうえでその辺が、志の
ある先生方のネックになっているのではないかと
いう気がしていました。

【山岡】クロスマッチは必ずしなければいけない。
外注の検査センターでやってくれますから、今ア
ルメイダの緊急検査室ですが、セグメントチュー
ブを持っていくので、時間がかかりますけれど検
査センターでやってくれますから非常に助かって
います。

【座長】それでは時間ですので、これで一般演題
を終わらせていただきます。富松先生と山岡先生
に盛大な拍手をお願いします。
私の方からこの場をお借りしまして、大分県合同
輸血療法委員会の方で災害時のネットワークを作
成しております。それの途中経過ですが、災害時
の拠点病院を中心に登録検査技師を今十数名登録
していただいて、連絡網の整備と教育プログラム
の作成等に着手をしております。今後災害拠点病
院ではない検査技師の方にも多く登録していただ
こうと思っていますので、ご協力をお願いします。

【司会】葦苅様ありがとうございました。それで
は １0 分休憩をはさみまして、３時5分から特別
公演を始めたいと思います。それまで休憩時間と
いたします。
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6．特別講演 1
｢合同輸血療法委員会における看護師の役割につ
いて｣
社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院
血液病センター　高密度無菌治療室　松本　真弓

【司会】皆さん、お揃いのようですので特別講演
に移りたいと思います。
特別講演①の座長は、大分県看護協会  寺沢副会
長にお願いいたします。

【座長】特別講演①の座長を務めます大分県看護
協会  副会長の寺沢と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。
それでは講師の松本 真弓先生をご紹介させてい
ただきます。先生は、社会医療法人神鋼記念会 
神鋼記念病院 血液病センター高密度無菌治療室
で看護師・造血細胞移植コーディネーターとして
ご活躍されています。ご略歴ですが、平成３年に
神戸看護専門学校をご卒業され、掖済会病院にご
勤務、その後平成 6 年 9 月より神鋼記念病院に
勤務されております。日本輸血・細胞治療学会 
臨床輸血看護師、アフェレーシスナース、自己血
輸血看護師とたくさんの資格をお持ちです。日本
輸血・細胞治療学会の理事、学術活動支援委員会
委員長など数多くの学会等に所属され、日本輸血・
細胞治療学会誌等に論文、執筆等をされておりま
す。本日は「合同輸血療法委員会における看護師
の役割について」というテーマについてご講演い
ただきます。先生の日頃、ご活躍されている具体
的な内容についてご講演いただけると楽しみにし
ています。先生、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

【演者】ご紹介ありがとうございます。神鋼記念
病院の松本と申します。よろしくお願いいたしま
す。本日はこのような機会をいただきましてあり
がとうございます。
佐分利先生をはじめ合同輸血療法委員会の皆様に
感謝申し上げます。

こちらが私の勤める病院になります。神鋼記念病
院というのは兵庫県の神戸市にありまして ３３３ 床
の中規模クラスの急性期の総合病院になります。
平均外来患者数は1日約 １,000 人くらいで、２0１5
年度の手術件数は ３,６１３ 件になります。３00 床の
病院にしては医療スタッフの数がかなり充実して
いるほうだと思います。



－ 50 －

私は血液内科で造血幹細胞の移植コーディネー
ターをしています。移植コーディネーターという
のは、移植においてドナーとレシピエントの調整
を行う専門の医療者になります。白血病などの骨
髄移植の治療は大量の抗がん剤や放射線を使用し
ますので、造血機能がかなり低下します。ヘモグ
ロビンが 6 ～ 7 台、血小板になると 1 万を切
ることもざらにあります。輸血なしでは移植は行
えないと言っても過言ではありません。 

私は輸血で救われた命をたくさん血液内科で見て
きました。私は血液内科の病棟看護師としても以
前仕事をしていたことがあります。ベットサイド
で献血者から頂いた血液が輸血ルートを通して患
者さんの体内に入ったとき、患者さんはこれで体
が楽になる、明日外泊できるかなと患者さんから
零れ落ちる声に一摘の血の重みを感じました。そ
れは生命が救われる瞬間でもあります。輸血で元
気になりましょうねと患者さんとそんなやりとり
をしながら、輸血の副作用や輸血が血管内に漏れ
ていないかしっかり観察を行い、患者さんの輸血

を見守ります。生きるために輸血を必要とする患
者さんをしっかり直視し、重要な治療に携わって
いるという認識が安全な輸血医療の行為に繋がっ
ています。 

輸血の認定資格を取得したのは、自分の専門的ス
キルを高めて患者さんに確かなものを提供したい
という思いからでした。資格取得後は患者さんに
も私たち医療者にとっても安全な輸血が行われる
ことを望むようになり、病院内だけではなく兵庫
県の合同輸血療法委員会などでも輸血看護師とし
て活動するようになりました。輸血に携わる看護
師の専門性を向上させるには、日本輸血・細胞治
療学会が主催する学会認定・臨床輸血看護師制度
があります。これには日本血液学会、日本外科学
会、日本産婦人科学会、日本麻酔科学会が共催で
あり、日本看護協会は協力という形で輸血看護師
の認定制度を支援しています。 

２0１0 年から始まりましたこの制度は、現在全国
に ９２5 名の輸血看護師を認定しました。現在、北
海道から沖縄まで輸血看護師がいない都道府県と
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いうのはございません。人口当たりで輸血看護師
が多い地区は、青森県、秋田県、福島県、群馬県
で東日本、特に北に多いという傾向があります。
これはこの後、お話しされる北澤先生を始めとす
る輸血の専門家である医師や検査技師の方が熱心
に輸血看護師制度を推薦していただいているから
だと聞いています。

兵庫県は全国で 9 番目に輸血看護師が多い県で
す。
大分県には１１名の輸血看護師が在籍しています。 

私の考える輸血看護師の活動というのは、院内に
おいては輸血療法委員会への参加、医療安全対策
委員会への参加、そして看護師や輸血を受ける患
者さんにも輸血教育を行うということです。また、
輸血療法の院内巡視をする。輸血業務に関する職
種間の調整役になる。その結果、院内の安全で適
正な輸血療法が更に推進されると考えています。
また、院外においては合同輸血療法委員会へ参加
する。地域医療機関及び在宅輸血への活動支援を
行う。そしてこれらの活動を学会発表や論文にま

とめて輸血看護の知見を国内に拡げていく役割が
輸血看護師にはあると考えています。しかしなが
ら、このような活動は一部の輸血看護師に限られ
ているのが、現状になります。 

資格を取得しても、輸血療法委員会に参加できな
い。現場の意見を述べることが難しい輸血看護師
はたくさんいます。これについては病院組織や看
護部の理解と支援がかなり大きく影響していると
思います。昨年の 9 月 5 日に日本輸血・細胞治
療学会の理事長が厚生労働副大臣に要望書を提出
しました。その内容の一つに輸血療法を指導でき
る看護師の適切な配置を要請しています。 

これは ２0１８ 年の保険改訂に向けて、輸血管理料
加算に輸血看護師を含めたいという学会の動きに
なります。実際に私はその活動のメンバーでもあ
り、輸血看護師を輸血管理料の施設条件に入れる
ための作戦を考えるように学会から指令を受けて
います。輸血看護師が診療報酬に関与することで、
院内の輸血看護師のポジションに効果をもたらす
かもしれません。今後はますます輸血看護師の活
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動が期待されるそうです。

そこでまだ県内に輸血看護師が少ない地域におい
ては、各県の合同輸血療法委員会にご支援をいた
だいて輸血看護師制度の推進をお願いしたいと思
います。そうすることで兵庫県の輸血看護師は地
域医療機関に対して輸血教育などの活動が行える
ようになりました。
本日は兵庫県の合同輸血療法委員会の中でどのよ
うに輸血看護師が活動しているかをご紹介させて
いただきます。そこで大分県の活動の参考になれ
ば幸いに思います。 

日本輸血・細胞治療学会のホームページには全国
の合同輸血療法委員会の紹介ページがございま
す。ご存知でしょうか？こちらの近畿をクリック
していただきますと、このように各県別に合同輸
血療法委員会が表示されます。私が住んでいる近
畿では、まだ滋賀県や和歌山県には合同輸血療法
委員会は設置されていません。委員会の概要には、
PDF で兵庫県合同輸血療法委員会の設置要綱を
公表しています。そして兵庫県はホームページも

作成していて、ここをクリックしていただくと兵
庫県のホームページにリンクされています。 

ここには兵庫県の合同輸血療法委員会の活動が紹
介されています。今、このページに掲載されてい
ますのは、昨年 １0 月 ３0 日に開催しました平成
２８年度輸血医療従事者研修会の案内になります。 

兵庫県では平成 ２5 年に合同輸血療法委員会が発
足しました。全国からすると遅い立ち上げで、ま
だ４年目になります。しかし、立ち上がった後の
活動は活発で、翌平成 ２６ 年、委員長より下部組
織として臨床検査技師ワーキンググループと看護
師ワーキンググループの設置が提案されました。 
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県内の医療機関での輸血療法適正化には、認定輸
血検査技師や輸血看護師による輸血教育や人材育
成が重要であるとお考えになり、平成 ２７ 年に委
員会で承認され、活動を開始することになりまし
た。兵庫県内の輸血看護師の数は ２0１６ 年9月1
日現在 ２８ 名になります。内４名は退職して、１１
施設に ２4 名という状況になります。ワーキング
グループの看護師の人選は委員長の推薦により輸
血看護師5名で構成されていますが、県内の輸血
看護師数名にもリンクナースとしてワーキンググ
ループの活動に協力をいただいております。 

こちらは組織図になります。委員会は １２ 名で構
成され、臨床検査技師ワーキンググループは技師
会の輸血研究班8名がワーキンググループとなり
ました。発足当時、委員長と薬務課長と血液セン
ターが兵庫県看護協会会長を訪問し、ワーキング
グループ立ち上げの報告と研究会開催時には協力
をしてほしいとお願いにいってくれました。これ
により毎年の研修会には兵庫県看護協会の後援を
いただいています。

兵庫県の人口は 550 万人になります。一般病床を
保有する病院は ２5６ 病院あります。その中心は
２00 床以下の小規模病院となります。 

委員会は兵庫県と合同して県内の一般病床を保有
する病院を対象に院内体制状況、血液製剤使用量、
及び廃棄量の調査などを行っています。平成 ２5
年度調査結果の回答率は ９３.２％と高く、この調
査結果を踏まえた対策が兵庫県の更なる血液製剤
適正使用に繋がると考えられます。そしてそこに
輸血看護師の地域医療機関における輸血教育への
課題があるのではないかと考えました。
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調査結果の一部を紹介しますと、院内輸血療法委
員会の設置は大規模病院、中規模病院は １00％の
設置で、小規模病院では ７６％と減り、小規模病院
での設置を推進していくことが分かりました。ま
た、廃棄量については、中小規模病院を含めた血
液製剤の適正使用の推進が必要と考えました。そ
して各病院における事故・副作用報告が増加して
いました。これについては、単純に件数が増えた
のか、それとも各病院における報告体制が整った
のかが定かではありませんが、重要視しています。 

この結果により、兵庫県は「県内の中小規模病院
における輸血療法実施体制の確立と血液製剤の適
正使用の推進」これをテーマに活動していくこと
を決めました。これは平成 ２７・２８ 年度の厚生労
働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業に採
択されました。 

看護師ワーキンググループはこの委員会のテーマ
に沿って、すでに輸血研究班として活動経験のあ
る臨床検査技師ワーキンググループに頼りながら
連携をとって活動を始めていくことにしました。
看護師ワーキンググループ発足後の２年間の活動
はこの5つになります。臨床検査技師ワーキング
グループとの合同研修会の開催、兵庫県合同輸血
療法委員会主催の「輸血医療従事者研修会」での
ワーキンググループ活動報告。兵庫県の医療機関
に配布する「輸血監査チェックシート」の作成と
運用。輸血看護師による出張輸血研修会の実施。

「兵庫輸血ミーティング」の開催になります。 

まず、1つめの臨床検査技師ワーキンググループ
との合同研修会の開催ですが、兵庫県臨床検査技
師会が主催していた研修会に合同輸血療法委員会
が加わるという形で、案内状は県内の技師会会員
と臨床輸血看護師の所属する施設へ出しました。
内容は、臨床検査技師ワーキンググループから輸
血用血液製剤の取扱いについて、看護師ワーキン
ググループから輸血における患者観察の重要性に
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ついて講演を行いました。

また外部講師を招いて安全な輸血手技についての
講演と輸血バックと輸血セットを用いた輸血手技
の実技を参加者に経験して戴きました。 

本研修では安全な輸血の基礎を確立することを
1つの大きな目標としました。参加者は ７２ 名で、
３00 床以下の施設の参加者が大半を占め、中小規
模の医療機関からの参加を導くことができました。 

参加者の内訳は、臨床検査技師 5７ 名、看護師 １5
名です。研修後のアンケート結果では検査技師は
看護師目線の輸血療法について知ることができ
た。実際の患者観察の話はとても勉強になったと
いううれしい意見をいただきました。看護師から
は血液製剤取扱いの再認識ができたという意見が
多くありました。実際の場面では、看護師が検査
技師に輸血セットのつなぎ方を教える姿も見ら
れ、輸血医療に従事する多職種の交流の場となり
ました。 

２つめは兵庫県合同輸血療法委員会主催の「輸血
医療従事者研修会」での看護師ワーキンググルー
プ活動報告を行いました。
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参加者は １２８ 名、内訳は医師 １4 名、臨床検査技
師 ６６ 名、薬剤師 １１ 名、看護師 １９ 名、その他 １８
名でした。ここではより多くの輸血医療従事者に
輸血看護師制度やワーキンググループの存在そし
て活動への支援をお願いいたしました。また、ワー
キンググループ所属施設の看護部長に管理者から
見た輸血看護師に期待する活動について講演をし
ていただきました。 

そして３つめは中小規模の医療機関でも活用でき
る簡略化された輸血監査チェックシートを作成し
ました。これは日本輸血・細胞治療学会の輸血機
能評価認定制度 (I&A) のチェックリスト項目を参
考にしています。この輸血監査は看護師が主体と
なって監査を行うように県内にアナウンスしてい
ます。特に看護計画、輸血の確認、輸血実施、輸
血副作用監査項目については看護師が関与してい
ます。実際に普段、輸血に携わっている看護師が
監査することで看護師自身に気付きを与え、問題
意識を持って欲しいと考えています。チェック
シートは自己セルフチェックとして活用したり、

もちろん第３者がチェックリストに沿って各場所
をチェックするやり方でもよいと説明していま
す。使い方はそれぞれの医療機関にお任せしてい
ます。結果をどのように使うかということが、一
番重要になると思います。 

現場で確認した事実について院内で改善策を検討
して、現場にフィードバックすることが重要であ
るとお伝えしています。実際、私も自分の施設で
チェックシートを使用して、輸血監査を不定期で
すが行っています。輸血実施や観察についての監
査は輸血看護師２人で行っています。また、輸血
の適正使用の監査については検査技師と輸血責任
医師が実施しています。当院では監査する項目を
分担して結果は輸血療法委員会でそれぞれが報告
しています。現場でマニュアル通りに対策が実施
されているかを確認するということは非常に重要
なことだと実感しています。例えば、輸血の同意
書を調べてみると、取得はしていますけど日付が
なかったり、患者さんが退院されるまで電子カル
テに取り込み作業が行われていない部署などもあ
りました。また血液内科になりますが、繰り返し
輸血を行っている患者さんほど、カルテの記録が
不十分であることが分かりました。他には血液製
剤バックの外観に色調変化や凝集塊等がないこと
を確認している。こういった項目についてはカル
テに記載がないので聞き取り調査になりました。
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当院の輸血監査後では看護師に製剤の外観観察を
必ず行っていただくために電子カルテの輸血の看
護記録にチェックボックスを導入いたしました。
これで、なし、色調の変化あり、凝固物あり、バッ
クの破損ありをチェックするようにしました。こ
れによって輸血開始前には、製剤の外観観察を行
うことが輸血一連の流れとして看護師に周知でき
ました。これで問題が解決しているとなかなか言
い切れませんが、輸血監査の結果を現場にフィー
ドバックして輸血療法のあるべき姿に近づけてい
くのが私たち輸血を専門としている医療者の役目
ではないかと考えています。

１１ 月の研修会後のアンケート調査をいただきま
した。参加者は ６0 名で、「研修はこれからの業務
に役立ちますか？」という質問には、７７％の参加
者にとても役立つとお答えをいただきました。 

そして輸血看護師は地域医療機関への出張研修会
も行っています。病院内に輸血看護の話ができる
看護師がいないので、輸血医療について看護師の
目線で話をして欲しいという依頼をいただくよう
になりました。 

輸血研修会での質問や意見を一部紹介させていた
だきますと医師からは血液内科の患者が輸血後発
疹を認めた時、免疫不全によるものか、副作用に
よるものか当日の間は不安です。看護師からは輸
血副作用が6時間後にも起こる可能性があると
知った。臨床検査技師からは事故の事例や、日常
起きているささいな出来事など取り上げてくれた
ので現実味があって理解しやすかったなどの意見
をいただきました。研修会では短い時間ではあり
ましたが、多職種を交えた現場のスタッフと輸血
についてディスカッションを行い、輸血看護師に
よる輸血研修会が地域医療機関に少しは、お役に
立てているのではないかと思っています。
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今年度最後の活動はつい最近ですが1月 １4 日の
土曜日に県内の医療機関を対象に兵庫輸血ミー
ティングとネーミングしまして、講演会を開催し
ました。この案内状には書いていませんが、講演
会のテーマは、“ 献血ドナーの善意を患者に届け
るだけでなく、患者のありがとうをドナーに届け
ることができれば、みんなが幸せになれる ”。こ
れは兵庫県の委員会の皆さんで話し合って決めた
んですが、こんなテーマが出せる兵庫の委員会は
すばらしいなと自画自賛なんですが思いました。
特別講演にもと白血病の患者さんで骨髄バンクを
つくられた大谷貴子さんをお招きしました。善意
のドナーからいただいた血液で、私の命は救われ
ました。直接患者体験の話を伺うと輸血を取り扱
う医療者としても身がひきしまる思いになりまし
た。最後に病院内では、活動の場を見出しにくい
輸血看護師もいます。そこで合同輸血療法委員会
に参画することで教育研修の機会や情報交換の場
を提供いただいて地域医療機関の看護師や医療従
事者への輸血教育に携わることができました。多
くの医療者と共同で行うこの活動はその影響力も
大きくてやりがいのある仕事だと思います。 

合同輸血療法委員会における輸血看護師の役割は
輸血療法の看護実践モデルとなり、看護師の輸血
教育を通して各医療機関の実情に合わせた安全な
輸血医療が行われることを支援することだと思い
ます。そして、各県の委員会においても輸血看護
師は地域医療機関における適正で安全な輸血療法
の推進に寄与できると考えています。全国の輸血
看護師が合同輸血療法委員会で活躍できることを
私は願っております。 

以上になります。お聞きくださりありがとうござ
いました。

【座長】松本先生ありがとうございました。輸血
看護師の役割、お仕事について具体的にお話しし
ていただきました。何かご質問はございませんで
しょうか。輸血看護師としてご活躍されている方
ございませんか。それでは私の方から、特に輸血
看護師として正しい知識・的確な看護能力を求め
られているのですが、医師、臨床検査技師、看護
師が一体となって活動しなければというところが
あるんですが、先生はすばらしいご活躍をされて
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いるのですが、そこでお困りになったこと、大分
県は輸血看護師が １１ 名と少ないですが、対策ま
た工夫されることがございましたら、お話しお願
いいたします。

【演者】 ご質問ありがとうございます。他の県で
もこの合同輸血療法委員会に参加していない認定
の輸血看護師が結構いるそうです。なかなか総会
までに出れなくてもこういった地域の活動をどう
しているかを看護師にも興味をもっていただきた
いので、この会は参加証明書が出てますよね、参
加証明書は認定輸血の更新制度にも使えると思い
ますので、そういったところを認定ナースにア
ピールしていただくのと、やはり看護協会にも
入っていただいてますので、そちらの方から看護
の方で案内いただければ、もっと拡がりが早くな
ると思うのですけれどもどうでしょうか。

【座長】　ありがとうございます。協会の方も頑張
ります。他にございませんか。
それではですね、先生からは輸血看護師は輸血に
対する正しい知識と的確な判断力が求められ、そ
の中で先生が意欲的・積極的に輸血看護師として
ご活躍されていることを具体的にご講演いただき
ました。先ほども大分県は輸血療法委員会で輸血
看護師の活躍が発揮しておりませんから、これか
らも安全で適正な医療事故防止に努めなければと
思うところです。これからも先生のますますのご
活躍を期待しまして、特別講演1を終わらせてい
ただきます。松本真弓先生、貴重なご講演大変あ
りがとうございました。

【司会】寺沢副会長ありがとうございました。ご
講演いただきました松本先生に今一度盛大な拍手
をお願いいたします。

7．特別講演２
｢在宅輸血・中小医療機関の輸血療法への取り組
みについて｣ 
青森県立中央病院　臨床検査部長、 「医療の質」

総合管理センター副センター長　北澤淳一

【司会】続きまして、特別講演２に入ります。座
長は、大分県立病院　佐分利委員長にお願いいた
します。

【座長】北澤先生に御講演いただきます。北澤淳
一先生のご略歴をご紹介します。１９８８ 年弘前大
学医学部を卒業されました。１９９２ 年大館市立総
合病院、小児科の先生でいらっしゃいます。１９９4
年弘前大学の小児科に戻られ、１９９5 年 １１ 月アメ
リ カ St． Jude Children’s Research Hospital へ
留学されております。２00１ 年に戻って来られ弘
前市立病院から黒石病院に勤務し、２0１5 年に青
森県立中央病院の臨床検査・輸血部副部長、２0１６
年には現職の臨床検査部部長、「医療の質」総合
管理センター副センター長となっています。所属
学会は、日本輸血・細胞治療学会評議員、認定医、
ガイドライン委員会等々たくさんの仕事をされて
おります。先生に今日お話ししていただきますの
は、「在宅輸血・中小医療機関の輸血療法への取
り組みについて」ということで宜しくお願いいた
します。

【演者】皆さん、こんにちは。佐分利先生、ご紹
介ありがとうございます。また、熊本・大分地震
で被災された方には心よりお見舞い申し上げま
す。本日は、このように私たちの活動を発表する
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機会をいただきました佐分利先生をはじめ大分県
合同輸血療法委員会の先生方に深謝申し上げま
す。私に与えられましたテーマは、「在宅輸血を
中心として中小医療機関の取り組みについて」と
いうことで、青森や東北の実情ではなく学会とし
ての今の活動をご紹介したいと思います。

弘前城と岩木山ですが、桜の時期にはとっても綺
麗です。こちらは奥入瀬渓流、十二湖の青沼、八
甲田の紅葉で大変風光明美で自然しかないところ
です。

夏は有名なねぶた祭りがあって弘前ではねぷた祭
り（扇ねぷた）です。黒石よされという流し踊り、
日本三大流し踊り、などがあります。

 今年は、それほどでもないのですが、冬は女性
の頭の高さよりも高く、２メートルぐらい積み上
げられ、普段1メートル半ぐらいの歩道が、人一
人が通るのがやっとという状況になります。この
ホワイトアウトをみると前後左右上下が見えなく
なるような交通状況でびっくりするかなと思った
のですが、昨日、こちらに着いて大分空港から走っ
ているとまさにこの状況で、大分もこういうこと
があるのかと、こちらがびっくりしました。昨日
は、大分の高速道路で玉突き事故等が発生してい
ましたが、青森では意外と交通事故はなくて交通
規則が守られているからでしょうか。

それでは輸血の規則とは何かというと「輸血療法
の実施に関する指針」「血液製剤の使用指針」の
２つが２大指針です。これはたぶん３月に、松下
班という AMED 研究班が作ってきた使用指針に
変わると思います。それ以外に遡及調査ガイドラ
インや法律とか。日本赤十字社で作っていただい
て配布してくださっているこの緑色の小さい冊子
の中に全部入っています。先ほどのアンケート報
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告の時にも質問しましたが、これはほとんど大規
模病院、中規模病院以上の施設が対象となってい
るような内容で、あまり小さい病院では使えない
というのが実情なのです。誰も声を出して言えな
かったところでした。

牧野先生がずっと調査してくださっていますけれ
ど、これは厚労省の委託を受けて日本輸血・細胞
治療学会が毎年続けていて、皆様に多大な労力を
お掛けして回答していただいている調査の集計の
一部です。下の黄色の折れ線グラフが小規模病院
です。輸血責任医師の任命を見ても輸血担当の検
査技師も配置されていますし、２4 時間体制も十
分なされていますし、輸血療法委員会の設立とか、
すべてにおいて中規模病院以上の病院ではよく整
備されたことが示されています。３00 床未満とい
う小規模医療機関は、多くの部分で整備が不十分
であると、学会で声高らかに言われています。中
規模・大規模病院の方は十分整備がなされてきた
ので、これは学会のお蔭だと言っている先生方も
いるのですけれど、小規模病院が整備されてこな
かったのも学会のせいなのだろうということで、
今後、学会でも小規模病院へ目を向けていきま
しょうという話になっております。

実際、３00 床未満ということで括られていまして、
私は当時 ２９0 床の病院へ勤めていまして I&A を
しっかり取っていましたし認定看護師も １１ 名い
ました。大分県全体の認定看護師を一つの病院で
持っている状況だったのですが、そこで管理が悪
いとか言われると少し悲しかったものです。

それでは小規模医療機関のうちどの規模の医療機
関が問題なのかをもう少しきちんと調べたいとい
うことでさらに病床規模を細分化して検討しまし
た。平成 ２３ 年の調査から解析に加えていただい
て小規模医療機関をさらに5つに分けてどの病床
規模のところに問題があるのかを明らかにする目
的で研究しました。小規模病院の特殊な状況とし
まして無床診療所は入院病床がないので全部が外
来輸血になるということと、病院外の輸血がどの
ような状況になっているかということは、実際に
誰もわからなかったわけです。
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今日は、外来輸血のデータはありませんが、先ほ
ど大分県立病院の輸血部の先生のご発表に含まれ
ておりましたが、DPC の病院で多く実施されて
いるということと、外来輸血が多いのは大規模病
院と診療所で行われているということです。今日
は、これについてご紹介したいと思います。

「輸血責任医師がいますか」の設問と「輸血検査
技師がいますか」という設問では、輸血責任医師
が「いない」という答えは １00 床未満になると
50％を超えてきます。有床診療所及び無床診療所
でも6割ぐらいは、「輸血責任医師がいない」と
いうこと。病院の中に一人しか医師がいない施設
ではその先生が必ず輸血責任医師だと思うのです
が、厚労省調査会でもどうして自分は輸血責任
医師にならないのかということが指摘されます。
１00 床以下の病院だととても忙しくてお願いでき
ないという立場もあるみたいで、ここは厳しいも
のがあるということでした。また、検査技師の配
置に関しては診療所では配置が少ない。配置され
ている病院もあるのですが、配置できない診療所

もあり人件費のこともあるのでいかんともし難い
ということです。緑色の折れ線グラフは、実は「輸
血担当の検査技師がいますか」という設問だった
のですが、昨年の秋季シンポジウムで発表した調
査結果では、検査技師が配置されている施設より
も輸血担当者がいる施設の割合が下にあったので
す。この年の調査からほぼ同じくらいになりまし
た。ここで何があったのかわからないのですが変
わりました。人の配置というものはどうにもなら
ない、一人増やしてもらいたいと思っても経営上
どうしても増やせないので、どうにもならないこ
とかなと考えられます。

「輸血業務の管理はどこで実施していますか」と
いう設問では、「院外の検査機関に委託」してい
る割合は、診療所ではかなり高くなっています。
輸血用血液の管理はどうしていますか、という設
問になると、院外へどういうふうに委託している
かわからないのですが「院外の検査機関に委託す
る」やもっとよくわからないのは「その他」と答
えているところがあり、どこを意味しているのか
今の調査からはよくわかっていません。管理する
のは当然自分の病院だと予測していたのですが、
この辺がどこでどうなっているのかブラックボッ
クスではっきりしていないところです。輸血業務
の中では主に検査を考えているのでしょうが、血
液製剤の使用指針や輸血療法の実施の指針をみる
と検査は自分の病院でしなければいけないという
一文があるのです。院外で実施しているのはいい
のかという先生もいるのですが、それがまかり通
るようなことになるとその施設では、輸血はでき
ないということになってしまうので、実際その輸
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血療法の実施の指針に書かれている一文を修正し
てもらうことが必要になってくるかもしれません。

輸血療法委員会は当然のことながら診療所ではほ
とんどなくて、先ほど山岡先生の発言では実施さ
れているということで大変敬服しておりますが、
実際に ２0％以下の設置率です。１00 床以下では、
輸血療法委員会はほとんどないという状況になり
ます。逆に委員の出席率は、小さい施設ほど良く
なってくるのです。それは １00 床未満の病院へ行
くと輸血療法委員会の構成人数が３人とかになる
ので １00％参加できるのかなと思うのです。大きい
病院になると偉い先生や偉い看護師さん、偉い技
師さんたちがいますのでなかなか忙しくて出て来
れないので参加率が悪いです。輸血管理料につい
ても適正使用加算と輸血管理料が別々に算定でき
ましたのでかなり増えてきました。青森県ではあ
まり増えてないのですが、ある県では １00 床未満
でも6割から8割取っている県があります。輸血
管理料だけで考えますともっと取れるのではない
かと思いますが、まじめに考えすぎると取れない
かもしれません。今の管理料のシステムでは、診
療所ではまったく取れない。年間何件も輸血がな
いので ７0 点や ２00 点といっても年に1回２回しか
輸血がないのであれば、ほぼ恩恵がないというこ
とになってしまう。今、輸血管理料ⅠとⅡがある
のですが、Ⅲでもいいので診療所用の輸血管理料
を作ってくださいと委員会の時に話をしてはいる
のです。

血液型検査担当者については、ABO も Rh もクロ
スマッチもほぼ全国同じ結果が出ています。平日
日勤帯と休日日勤・夜勤帯でどなたが担当してい
ますかという設問です。やはり小規模施設になる
と「院外の検査機関に委託」というオレンジ色グ
ラフ部分の割合が多くなってきます。休日とか夜
勤帯になってきますと「検査を実施していない」
という施設が １00 床未満で増えてきていて、恐ら
く輸血もしないという状況が実際にあるというこ
とです。「院外の検査機関へ委託」と「その他」が
何を意味しているのか分からないのですが、「担当
医」が実施しているのはまだいいのかもしれない
のですが、危ないのは皆さんご承知のとおりです。
実は「看護師」が検査をさせられている現実があ
ること、或いは、その他の中には「事務職」とい
う答えがこの中にはあったということ、薬剤師は
衛生検査技師の資格を取れるので「薬剤師」が行っ
ているという答えもあったと思います。「事務職」
が行っていると答えた施設があって、よく答えて
くれたなと思うところなのですが、そのような現
実が実際にあることから、今後どうしていけばよ
いのかというところになります。ここのところに
制度上の大きな問題があり、先ほどの院外という
ところが少しネックになるということです。
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血液型のダブルチェックは皆さんよくわかってい
ただいていると思いますが、一番上の青い部分「原
則、同一患者の異なる時点での２検体で実施し、
同一検体については２人の検査者がそれぞれに検
査している」というのが正解なのです。実際には
正解はこれぐらいの割合しかないのです。これは
非常に危ない状況にあると思うのですけれど今の
ところそんなに何も起きていない。せめて「異な
る時点の２検体で実施する」というところまでを
半分マルとしても診療所では ２0％いかない １5％ぐ
らいしかありません。１00 床未満になると 40％ぐ
らいになってしまうということで血液型検査のダ
ブルチェックも実際にはなかなか行っていないと
いうところが見て取れます。実際に診療所では人
員不足で異なる２人が検査すること自体が先ずで
きないというところがあります。未回答のところ
は実際自分のところで行っていないのでわからな
いということがあるのかもしれない。おそらく血
液型検査は外注で行われているところが多いと思
います。外注検査であれば ISO１5１８９ という国際認
証を取っている検査センターであればしっかりダ
ブルチェックされていると考えています。この辺
は学会の先生方にも異論があり検査センターを全
く信用しないという先生もいますし、診療所でウ
ラ検査までしっかり行っているのかを考えると非
常に危ないところがあるのではないかと考えられ
ます。血液型のチェックについては、1回の検査
は診療報酬がつきますけど２回目は診療報酬がつ
かないことになっていまして、それなのに２回目
をやれと言いましても診療所の先生方に強く進め
ることができません。これも学会で担当の先生に

聞いてみたところ２回目は認めないと言っていた
ので、そういうところも書いてもらわないとどう
にもならないのかなと考えます。問題はどちらも
実施していないという1回の検体と1回の検査者
だけで行っている施設ですが、１00 床未満の施設
でかなり増えてくるというところです。何も事故
は起きていないのかもしれないのですが、危険な
ところがあります。

輸血前検体の保存については、感染症の被害救済
制度に提出する時には必ず必要で輸血前の検体が
残っていないと輸血前の感染症がなかったという
証明にならないので必ず保存してほしいところで
す。「原則的に全ての患者さんの検体を凍結保存
している」という正解は、３00 床以上で ９0％以上、
２00 床以上でも ９0％ぐらいはできているところで
すが、これも「保存していない」という危険なと
ころが診療所や １00 床未満の施設で増えてくると
いうことが調査の中で分ってきました。
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肝炎マーカーの検査ですが、「輸血前の検査として
原則としてすべての症例で実施している」の設問
で、「輸血前の検査として」を付けてもらったので
すが、これを付けてもらう前は入院時検査なども
含めてお答えになる施設があったものですからつ
けてもらったのです。この正解は、500 床以上の
病院でも診療所でもほぼ変わらなく ２0％から ３0％
しかなくて、きちっと検査されているという状況
ではありません。輸血後の肝炎マーカー検査も「原
則として全ての症例で行っている」は、大規模施
設では 40％ぐらいで診療所でも ２5％ほどでそんな
に差はないのですが、症例により行っているとこ
ろまで見ると輸血後の検査では大規模病院では、
頑張って行っているようです。２00 から ３00 床で
は8割近くで行われており合格点かなと思います。
実際に「行っていない」という施設が、診療所と
か ２00 床未満の施設で多くなって、輸血後の検査
は実際されていないというところが増えてくると
いうことがわかります。

インフォームドコンセントに関しては、概ね ９0％
以上のところはなんとか行われている状況です。
同意書を作っているかを尋ねたところ「いいえ」
や「作成中」と答えたところが診療所で見られて
います。

こちらはスケールが８0％からになっていますので、
そんなに多い訳ではないのですが、他の規模のと
ころに比べれば多いというところです。

小規模医療機関での輸血の問題点としましては、
特に １00 床未満の医療機関、診療所での輸血管理
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体制の整備が不十分で、今まで小規模医療機関で
括られていた中で特に １00 床未満の医療機関に焦
点を当てる必要があるだろうということが考えら
れます。ヒトに関する事では、臨床検査技師の配
置とかは先ほど申し上げましたとおり、こればっ
かりはどうにもならない。検査技師さんはどうし
ても診療所では雇えませんのでその結果、検査の
実施者が医師であったり看護師であったりという
ことが出てきて外注になったりとかいうことにな
るので、これは仕方がないかなと考えます。例え
ば、検査とか管理方法とかに関することは、ヒト
の努力で何とかなることなので、診療所だろうが
小規模や中規模であろうがしっかりやらなければ
いけない。血液型の検査をどういうふうにするべ
きか、クロスマッチをどういうふうにするべきか、
不規則抗体検査をどういうふうにするべきか。輸
血後の感染症対策も指針では検体を保管して感染
症の検査を輸血の前後で検査して、場合によって
は輸血後の検体の保管もしてくださいと書いてあ
るのですが、実際の実施状況と今の感染症の少な
くなってきている状況を考えると輸血前の検体保
管は絶対に必要だと思います。これは個人的な考
えですが、輸血後の感染症検査も是非とも必要な
検査でその２つは是非実施してもらいたいと考え
ているところです。輸血後の感染症検査は、血液
をくださったドナーの方が適切であったというこ
とを証明できる唯一の方法であす。ドナーの方に
感謝を示す一つの方法だということで患者さんに
説明して検査に同意してもらうようにしています。
前職の黒石病院では輸血後の感染症検査の実施率
が ９８％ぐらいでした。患者さんへ、献血された血
液はただで貰っているのではない、献血に来てい
ただいている方々に感謝の気持ちをもってくださ
いよということを伝えるようにしています。イン
フォームドコンセントについても同意や同意書、
説明書をしっかり準備しなければいけないのです
が、これは学会のホームページにも載っています
し、いくつかの合同輸血療法委員会では、診療所
用のインフォームドコンセントというものを作っ
ています。そういうのを情報提供するのを怠って
きたのではないかなと思っていますし、きちっと
情報提供するべきだろうと思います。今まで指針

の記載による制限がありますので学会から働きか
けてもらって直していかなければいけないという
考えがあります。地域連携とかガイド策定におけ
る啓発や学会からの働きかけにより、この調査を
基に厚労省の審査会等で発表して、この結果を直
接話していく予定でございます。

そのため学会としては、小規模施設用の輸血のガ
イドラインを策定してほしいということで、私た
ち小規模医療機関（在宅を含む）輸血ガイド策定
タスクホースということで活動しております。ど
うしてガイドラインでなくてガイドにしたかとい
いますと EBM はなかなか取れないのでみんなの
考えで作っているものなのでガイドラインとする
と裁判で利用されるとかでは困るのでガイドとい
うことでとめました。いま、輸血ガイド策定とい
うところでは、在宅の輸血から始めて診療所、小
規模医療機関、外来というこの４つの輸血ガイド
をつくりましょうということで活動しているとこ
ろです。在宅に関しては今ようやく出来上がりま
したが、お手元の資料には載せられなかったので
すけど後でご紹介したいと思います。在宅輸血は、
山岡先生のお話しでよくわかったと思いますが、
実は内情がかなり不明だったということで在宅輸
血についてはアンケート調査でいろいろ調べまし
たのでそこも紹介をしたいと思います。
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これは平成 ２８ 年の適正使用調査会で発表した内容
ですが、平成 ２７ 年調査ですので平成 ２８ 年２月に
締め切った調査の回答を基にしています。

横が病床数で縦が輸血件数です。赤血球を使って
いることが多く、血小板を何件も行っている先生
がいます。病床数が少ない施設の方が、病院外の
輸血が多い。特に診療所という １９ 床以下の施設で
多いことがこの表で見て取れました。中では主に
赤血球輸血が多く、FFP は使っているところもあ
るのですが、血小板輸血もあるということでした。
病院外輸血の実施形態を平成 ２６ 年の調査と平成
２７ 年の調査を比べています。平成 ２６ 年は １２0 だっ
たのが平成 ２７ 年は １３4 と増えています。全国で輸
血をしている施設、血液製剤を前年度に注文した
施設に宛ててこのアンケート調査を行っています。

必ず全数は減っているのですけれど病院外の輸血
を実施したという施設は増えていました。主に「診
療所」と「医療法人関連病院」が多いということで、
これも病院とはいえ小規模病院でありますが、そ
ういうところで増えているところです。

病院外輸血の実施場所としまして病院と診療所で
分けてみたものです。病院では「関連病院と連携
して在宅で実施した」のグリーンの部分が多く、
診療所の回答では、「関連病院と連携なく在宅で実
施した」のオレンジ部分と「関連病院と連携して
在宅で実施した」のグリーンの部分の２つに分か
れます。介護施設で輸血を実施しているという施
設もあるみたいですけど主に在宅が増えていると
いう報告をしています。
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病院外の輸血の理由としては、山岡先生の報告の
とおり、通院に支障があるということが主な理由
で「在宅治療を行っているため」「終末期医療のた
め」の２つがメインです。特に診療所の先生につ
いては ７0％が在宅治療を行っていて、この在宅治
療はいわゆる終末期医療を行っていると考えてい
ます。「身体障害があって通院に支障がある」の身
体障害があるとの書き方が悪いですが、通院困難
ということです。病院外輸血の理由としては、や
はり終末期の医療だということです。

同意と説明は、「病院内輸血と同じ説明・同意書
で行っている」という施設と「病院外輸血用の説
明・同意書を別に作成し使用している」という施
設がありました。交差適合試験は「必ず行ってい
る」と答えた施設が ７5％ずつで、「実施していない」
と答えた施設は、この年はゼロでした。前の年に
は行っていないという施設が少しありました。

輸血中の観察は、「病院内輸血と同様に行ってい
る」、輸血副作用への対応も「病院内輸血と同様に
行っている」という施設が多ですいが、問題とし
ては輸血副作用が起きた時に「特に決めていない」
という施設が問題なのかなと思っています。病院
では最初の １5 分間は1分間に1mL 程度で １5 分
過ぎたら5mL まで上げることができるというこ
とですが、5mL 以上で輸血を行ったらたぶん心
臓がへたってしまうというのが在宅の状況なので
しょう。普通だと RBC の1単位、２単位を病院で
は1時間程度で輸血することが多いと思いますが、
輸血時間が２時間とかになってしまうと訪問看護
師さんは制度上1時間しか居られないというよう
な問題点もあるようです。副作用に関しては、副
作用が起きたらどうするか。もし副作用が起きた
場合、それはそれで受け入れるというお話を聞い
たことがあります。同意書とか説明の時にしっか
りしておいて、それでも輸血をするという方に実
施しているのだと思うのです。
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検体保管は、診療所では「ほとんど実施していない」
というところが多く、輸血後感染症検査も「ほと
んど実施していない」というところが多いところ
が問題です。実は、輸血後感染症検査を「院内と
同様に実施している」施設の輸血後感染症の内容
を見てみたところ、指針で推奨している３項目あ
りますが、HCV のコア抗原と HBV の DNA の２
つの検査をしている施設は答えてくれた中の1施
設だけでした。青森県の1施設だけでした。他は

「病院と同様に実施している」というのですが項目
は正確ではありませんでした。

在宅の輸血の担当者、これは針を刺すのは誰かと
いう意味で聞いています。病院でも診療所でも医
師が刺しているところが多いところです。診療所
では医師が圧倒的に多いのですが、看護師さんも
行っている状況です。輸血中の付添者や終了時の
抜針担当者になると訪問看護師さんが対応してく
れるところが多くなってきていることが、この調
査で分ってきましたので、この辺が1時間の枠が
どのように影響してくるのかを考えていかなけれ

ばいけないと強く思ったところです。実際は家族
に抜いてもらっているという回答もありましたが、
それでいいのかという議論も勿論ありました。

病院外輸血は、小規模医療機関、特に無床診療所
で多く実施されているという現状が分って、ま
た、在宅輸血は増加している。実際、輸血のため
だけに病院を受診して外来で輸血していくという
時代は恐らくこの先どんどん不可能になっていっ
て、在宅とか診療所で輸血して戴かないと輸血す
ることができなくなってくるのでないかと厚労省
としては予測しているという現状です。８0 歳を過
ぎると MDS の人とか増えてくるので、そのよう
な人の輸血が増えてくるということです。それで
実施体制の構築をどうやって行ったらいいのかと
いうことですが、これはきちんと今の輸血療法の
実施の指針では対応ができないので、我々がタス
クフォースとして提案をしていきたいと考えてい
るところです。
　小さくて申し訳ないのですが、これが私たちの
作ったガイドの要約です（諸般の事情により、ス
ライドは削除いたしました）。近日中にパブリック
コメントを募集しますのでご意見いただきたいと
思います。必ず1回は病院で輸血を実施していた
だきたい。血液型や不規則抗体などしっかり調べ
ていただいてから安心して外来で輸血していただ
きたいと考えたところです。インフォームドコン
セントについても在宅輸血独自の特殊性を記載し
た説明書を提示ということです。何が特殊性かと
いうと副作用が発生した場合に病院と違ってすぐ
に対応ができないという現状があるので、その点
をしっかり伝える必要があるのではないかという



－ 70 －

ことをタスクフォースの中で話をしました。検査
としては間接抗グロブリン法ということ、オモテ、
ウラ検査をしっかりしてくださいということ。実
施施設で検査不可能な場合は、衛生検査所（検査
センター）等の検査実施ということをきちんと謳っ
てもらいたいということで出しております。患者
付添人の配置ということで、できれば輸血した次
の日まで輸血後数時間は患者のそばにいてくれる
成人の患者家族や医療者以外の成人の方がいてく
れる環境で行いたい。スウェーデンとかでは、そ
のような方がいないと輸血しないと論文に書かれ
ていますのでこれを足しました。血液製剤注文時
の注意事項として、温度管理が重要なので血液製
剤の保管設備については温度管理をしっかりして
いただきたいと考えています。血液製剤専用の保
冷庫は、非常に高く １00 万円ほどするので、なか
なか設備投資ができないので家庭用冷蔵庫を使っ
ている施設が多いのです。家庭用の冷蔵庫は温度
管理ができない、温度を測ってみると４℃ではな
くて6℃から １３℃ぐらいまでを、扉を開けなくて
も往ったり来たりするので、温度管理をしっかり
していない保冷庫に保管する状況の中で血液製剤
を使うのは良くないのでこれを入れました。実は
ある県の赤十字血液センターの方が診療所の方か
ら血液製剤を持ってこいと言われて冷蔵庫の温度
の設定は何度にしていますかと聞いたら「中」で
すと答えたらしいです。それは問題だろう何とか
ならないだろうかというところです。指針に準じ
て実施するということですが、この指針に準じて
できない事項も結構あるので特に注意していただ
きたい。6時間以内に診断される重篤な有害事象
ということと、その翌日から数か月後に現れる有
害事象というものをきちんと教育しなければいけ
ない。有害事象が発生した場合の緊急時の連絡先
を何も教えていないという施設があったものです
から、これを明示してくださいということを書き
加えたところになります。これを理事運営委員会
に提出して３月中ぐらいにパブリックコメントに
出したいと思っているところですが、まだ理事の
先生に見せていないので本邦初公開になります。

今日は、福岡センターから小田さんも来ています
が、このメンバーで作成しました。もう少しした
ら皆様からご意見を戴けるかと思っています。
ご清聴どうもありがとうございました。

【座長】ありがとうございました。せっかくの機会
ですのでご質問がありましたらお願いします。

【河野】大分県立病院の輸血を担当しています河野
と申します。今日は、私たちの知り得ないような
データをお示ししていただきまして大変ありがと
うございました。当院では、先ほど発表したよう
に外来輸血が年々増えているのですけれど、在宅
で輸血したいと希望している患者さんから主治医
の佐分利先生等から相談を受けたことがあるので
すが、なかなか協力したいとは思ってもいろいろ
な厚労省の法律の縛りなどで簡単に検査を受けら
れないというところがありまして、そのあたりを
今後どのような形で私たちが県民の医療の役に立
つ立場として、どのように方針が変わっていく可
能性があるのか等を教えていただければと思いま
す。

【演者】そんなに力があるわけではないのでできる
かどうかはわかりませんが、やはり今までの厚生
労働省の偉い先生のやり方を見ているとやはりガ
イドラインやガイドを学会で示して、その上で実
情に合っていないとか、ここは皆困っているとか、
ここは何とかしてくれというところを学会として
言っていかないと個人の話だと相手にしてくれな
い。その第一段階として今のガイドをしっかり出
して、皆さんにここがおかしいと言っていただい
く。これは我々が作ってこれで終わりだとは思っ
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ていないわけで現場の実情のところを全く理解し
ていないでという面もありますので、まず提示し
て、皆さんからの意見を集めて、それを学会を通
して厚労省へきちっと話をしてもらう。この方向
で今進めているところです。３年間連続して小規
模関連を厚労省の調査会で発表して来ましたので
厚労省の中では今とても注目してくださっている
ところです。何とか他の先生方のご協力も得なが
ら進めていきたい、問題点をもっとあぶり出して
どんどんいいものにしていきたいと思います。ま
た、厚労省としては在宅へ皆持っていきたいので、
そちらに向かうものであれば協力が得られるはず
です。その辺り言葉尻に注意しながらやっていき
たいと思います。

【河野】宜しくお願いします。
【山岡】先生、丁寧なご説明大変ありがとうござい
ました。最後のガイド案なのですが、ケチを付け
るつもりはありませんけど、病院内で1回は輸血
を行うということで、45 名輸血したうちの5名に
全く輸血がなかったのです。ヘモグロビンが２.２gdl
だけど病院へは絶対に行かない、輸血しないと助
からないのですが、このような特別な緊急時に家
族と本人の了承があればその限りでないとかを入
れていただければと思っています。ほとんどの方
は、どこかで輸血されている方が多いので説明し
やすいのですが、説明を受けていない方がいます
ので、在宅を推進する時に、特に固形がんの場合
はそのようなことがありますのでよろしくお願い
します。付き添いは、必ず輸血する場合付き添い
がいなければ私はしません。家族は輸血の後の数
時間または翌日は居るという形で輸血しますが、
もし用事で家族がいない場合は違う日に輸血をす
るようにしています。やはり付き添いが必要かな
と思います。看護師さんは1時間しか付けないが、
特例で1時間 ３0 分とか付けて貰うこともありま
す。点滴のバッグは、必ず生食バッグで行ってい
て最後の方になって必ず看護師さんが行って抜針
をするということにしている。２回目からは看護
師さんは1時間しか居なくて、後は何かあったら
すぐに行けるように訪問看護師さんは近くにいま
すので5分 １0 分で行ける体制にしていることでい
いかなと思います。ただ、輸血後6時間で起きる

副作用があるということを聞いて、輸血の後も気
を付けないといけないと勉強になりました。保冷
庫は、１00 万は高かったのでその半分ぐらいで保
冷庫を買いました。やはり普通の冷蔵庫では無理
だなと考えています。年間 １0 数例ほど輸血があり
ますので必ず専用の保冷庫が必要だと思います。

【演者】先生どうもありがとうございます。
【座長】山岡先生からパブリックコメントが一番に
行くと思います。先生、楽しみにしておいてくだ
さい。どなたかご質問ございませんか。今日、山
岡先生のお話を聞いて非常にきれいだなと思った
のですが、大分にはアルメイダ病院という非常に
レベルの高い検査部がありまして、いいところは
夜中も検査できるのです。それもそのようなシス
テムが出来上がっている。そのようなシステムを
他県へ持っていけばもう少し在宅とか小さな施設
の輸血というのが安全に行われるのではないかと
思ったのですがいかがでしょうか。

【演者】先ほど述べましたが、実は山形では検査し
てもらえるところがない地域があります。そうい
う時にはどうしましょうという話では、学会の中
では日赤の高橋先生が、地域連携を診療報酬で点
数を付けたらどうだと感染対策の地域連携加算と
同様に付けてやればいいのではないかという話を
厚労省の方に話をしていました。実際にそうすべ
きだと思うのですが、今の診療報酬上でいくと患
者さんが受診しないのに患者さんに診療報酬の点
数を付けるわけにはいかない。という問題点があ
るので、そういうところをどういうように解決し
ていくのかを学会を通して地域連携加算のような
ものをと振ってはいるので考えてくれていると思
います。アルメイダ病院さんは私が大学にいた時
に給食のことで婦長さんにお話しして資料を送っ
ていただいたことがあったことを思い出しました。

【岡田】だんだんトレンドとして、外来、病院外輸
血或いは在宅輸血という方向に、これは恐らく厚
労省の診療報酬の面からもそちらの方向に誘導さ
れて行きつつある。現実としてそちらの方向に進
んでしまうというと考えてよろしいのでしょうか。

【演者】はい、そのように考えています。実際に福
岡県や東京都とかでは、そういうとこが増えてい
まして東京では大病院は目いっぱいで、中規模、
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小規模の病院でも目いっぱいで輸血のためだけに
来る患者さんを受け入れられないという現状に
なっています。仕方がないという状況です。診療
所とか在宅とか、一人の認知症の患者さんを輸血
するためだけに何人もの人をかけて寝たきりの人
を連れていくという社会的資本の使い方を考えて
も非常に無駄だということをおっしゃる方もいま
して恐らく厚労省としては確実にそちらの方向に
向いていると思っています。

【小田】福岡血液センターの小田と申します。北澤
先生と一緒にタスクフォースをやらせていただい
ています。先生からお話がありましたように福岡
県の現状ですが３年間に1本でも血液製剤を出し
たことがある施設が約 ６50 施設あります。このう
ちの約 ２50 施設が医院、クリニックを含めた診療
所です。ここに供給している血液製剤は全供給の
約1％です。年に1本から １0 本で急性期の治療が
終わられた後の医院、クリニックでの輸血等にな
ります。このような状況の中で福岡では1年間に
約 １0 から １5 施設の医院、クリニックとの供給契
約をしています。在宅や小規模施設ではいろいろ
な問題がありますので、学術担当と供給担当とで
説明に行き、中には輸血をやめていただいた医院、
クリニックの先生もいます。このような状況です
が福岡の現状として紹介させていただきました。
先ほどの保冷庫ですが、価格の問題もあると思い
ますが、いま ATR７05 という簡易式の保冷庫が開
発されておりますので、ご参考になればと思いま
す。

【佐藤】アルメイダ病院の佐藤です。質問というよ
りは私どもの病院が、会員の先生方の患者さんの
検体をお預かりして検査しているのですが、その
中で同じ患者さんがいろんな病院に違う疾患で掛
られる。やはり貧血があるといろんな病院から同
じ患者さんの検体を依頼されることがしばしばあ
ります。その中で昨年なのですが、以前 A 病院へ
掛られて JKa の抗体を持っていて、その患者がア
ルメイダ病院へ入られて、生年月日と名前等で検
索して同型ということになるとほぼその方の確立
が高いなという形で抗体を検索したりするのです
が、その患者が元の病院へ戻られ、また違う病院
へ移られた時にその患者の抗体が陰性という形で

製剤チューブと一緒に提出されたことがあります。
そういうときに生年月日、名前や病院経歴等を確
認しまして、その施設の看護師さん等にこの方は
実はこのような抗体の履歴がありましたので、こ
の血液製剤は不適合とさせていただきます。と答
えさせていただいたことがあります。そういう経
験をしますと地域全体で先ほどの県立病院さんの
カードを出されたというお話もありましたが、情
報の共有が大分県全体で何らかの形でできたらい
いかなと考えています。

【座長】先ほど山岡先生の介護支援センターがあっ
て繋がるといいシステムができていくのではない
かと思ったのですが。是非、山岡先生にもやって
いただきたいと思います。他にございませんか。

【演者】先ほどの県立病院さんの輸血情報カードは
もちろん素晴らしい活動で患者さんに持たせてい
いと思うのですけど、青森県では合同輸血療法委
員会はこういう形ではなくて、当初 １0 病院とか
から始まって今は ２0 病院ぐらいで全赤血球供給の
７0％ほどを扱っているという施設を集めたり、認
定看護師さんがいる病院に参加してもらったりと
いう形で行っています。その中で共有してみんな
でカードを作ってくださいということで作っても
らいました。私たちは、不規則抗体カードと言っ
ていまして、それ以外にもう一つ輸血しましたと
いうことを紙で渡すというその２つを渡していま
す。輸血しました用の紙には、いついつ検査を行っ
てくださいということも書いてあって、その受診
した病院に輸血をしているので検査をしてくださ
いとお願いしています。実際、昔、輸血学会雑誌
に書きましたけど、患者さんが病院にカードを提
示して輸血副作用が出なくて助かった患者さんも
いましたので是非そういうふうな活動を合同輸血
療法委員会として広めていただければいいのでは
ないかと思っています。

【座長】ありがとうございました。よろしいでしょ
うか。これから在宅の輸血が増えて４、5年先に
は輸血が大きく変わっているような予感を感じさ
せていただくようなお話しでした。大変ありがと
うございました。また、宜しくお願いいたします。

【司会】佐分利委員長、ありがとうございました。
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ご講演いただきました北澤先生に、盛大な拍手を
お願いします。これをもちまして、特別講演を終
了します。最後に、大分県赤十字血液センター　
岡田所長から閉会の言葉を申し上げます。岡田所
長、お願い致します。

 8．閉会の言葉
【岡田】大分県赤十字血液センターの岡田です。本
日はみなさん大分県合同輸血療法委員会合同研修
会にご参加いただきありがとうございました。大
変勉強になりました。寒い中、神戸の方から松本
看護師さん、それから青森県から北澤先生がお出
でいただきまして、今の輸血の在り方について幅
広い活動の中身と知見を教えていただきました。
さまざまな理由から外来での輸血が増えつつある。
さらに病院外輸血、ひいては在宅輸血になってい
くという話で輸血のこれからのあり方が変わって
いくのかなということがわかりました。
私ども血液センターは、輸血用製剤を過不足なく
必要十分に皆様の元へお届けする業務を地道に
やっております。1月というのは大分県だけでは
なく九州ブロックは特に輸血用製剤が丁度底にな
り在庫率が低くなっています。全国的にも毎年低
い状況です。今日、輸血に携わる輸血看護師さん
或いは輸血を行う医師、検査技師の方に、もし機
会があれば、1月は毎年そうなるということを、
輸血を指示する医師に届くようにしていただけれ
ばと思っています。特に年末年始やゴールデン
ウィークの時にはできるだけ必要な血液を予約で
入れていただければ、それに基づいて採血計画が
立てられるわけです。毎年、予約をお願いしても
予約率が半分以下ということになって非常に危機
的な状況に陥るということになっています。血液
を提供する側からのお願いであります。
寒い中、皆さんと毎年こうやって輸血の勉強を行
えて大変ありがたいことだなと思います。これを
持ち帰ってまた新たにお互いに適正な輸血療法が
なされるように頑張りたいと思います。以上です。

【司会】以上をもちまして、平成 ２８ 年度大分県合
同輸血療法委員会合同会議の全日程を終了いたし
ました。長時間の御清聴ありがとうございました。
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平成 28 年度　大分県輸血療法委員会合同会議　参加状況
１．年度別参加状況

　 H23 H24 H25 H26 H27 H28

通知施設数 81 85 259 259 234 226

出席施設・団体数 35 33 45 51 43 47

欠席施設数 47 54 218 214 191 179

出席予定者数 79 68 91 91 92 109

出席者数 68 73 80 88 95 99

２．職種別　参加人数

医師 14

看護師 26

事務 3

助産師 1

薬剤師 9

臨床検査技師 46

合計 99
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平成 28 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議アンケート

１　職種別

医師 6

薬剤師 7

看護師 22

臨床検査技師 38

その他 0

医師, 6

薬剤師, 7

看護師, 
22

臨床検査

技師, 38
医師

薬剤師

看護師

臨床検査技師

その他

２　日程

ちょうどよい 69

別の日程 * 3

無回答 1

やや長い, 
4

ちょうど

よい, 65

やや短い, 
2

長い

やや長い

ちょうどよい

やや短い

短い

＊別に日程
　もう少し暖かくなってから
　暖かいころ
　土曜午前中

３　講演時間

長い 0

やや長い 4

ちょうどよい 65

やや短い 2

短い 0

４　一般演題
演題１
難しい 1

やや難しい 3

ちょうどよい 65

やや易しい 1

易しい 3
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演題２

難しい 5

やや難しい 4

ちょうどよい 62

やや易しい 0

易しい 2

難しい, 5
やや難し

い, 4

ちょうど

よい, 62

易しい, 2

難しい

やや難しい

ちょうどよい

やや易しい

易しい

【次回テーマの希望】
　輸血副作用の実態、副作用の見抜き方
　輸血療法委員会の活動内容について

５　特別講演
演題 1
難しい 0

やや難しい 6

ちょうどよい 65

やや易しい 0

易しい 2

やや難し

い, 6

ちょうど

よい, 65

易しい, 2

難しい

やや難しい

ちょうどよい

やや易しい

易しい

演題 2

難しい 1

やや難しい 10

ちょうどよい 60

やや易しい 1

易しい 1

【次回テーマの希望】
・認定看護師の仕事の詳細を知りたい
・災害時の輸血について
・院内スタッフの輸血研修会の工夫（参加者を増やすために）
・輸血副作用時の介錯、正しい対応、技師が医師へ伝える事。
　医師に相談された時の的確な返答が難しく感じています。
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6　助言希望
・当院は大分県血液センターから遠く、頻繁ではありませんが、手術時の緊急輸血、依頼してから血

液が届くまで1時間以上かかることもあります。県内の数ヶ所に血液を備蓄しているようですが、
大分東部地区には無く、空白地帯です。対策はないでしょうか？

・手術室での輸血施行時の基礎知識　輸血部から受け取り後の保管、実施前のチェック項目、実施前
の加温方法、実施時の注意点、輸血製剤の種類と輸血ルート（フィルター）の選択等

7　意見等
・輸血情報カードは大分県全体で様式を決めて発行してもらうような予定はないでしょうか？
・今回、輸血に対する考え方を見直すきっかけとなりました。小規模病院でも最大限できることをマ

ニュアル化し患者さんの立場でよい医療を提供していきたいと思いました。
・血液センターの吉武さんの発表でアンケート結果から血液センターの考え、これからの活動などを

知りたかったです。
・スライドの資料のグラフ、カラーにしてほしい。
・輸血療法看護師の仕事について知ることができた。もっと詳しく知りたいと思った。
・カラー印刷してくれていないので資料が分りずらい。
・ありがとうございました。（２名）
・大変勉強になりました。
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平成 ２８ 年度第 2回大分県合同輸血療法委員会
次　第

日　時：平成 ２９ 年２月 ２３ 日（木）１９：00 ～ ２0：00
場　所：大分県赤十字血液センター

1　開会

２　あいさつ
　　大分県合同輸血療法委員会　　佐分利　能生　委員長

３　議題
　　（1）報告事項について

①大分県合同輸血療法委員会 合同会議（出席状況・当日アンケート集計結果） 
について

②血液製剤使用適正化説明会（豊肥地区・南部地区）及びアドバイザー派遣
について

③災害対応について
④平成 ２８ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について

　　（２）平成 ２９ 年度事業について
①年間計画（案）について
②平成 ２９ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募について
③看護師 WG の立ち上げについて
④秋季シンポジウム市民講座の「大分県合同輸血療法委員会」の後援について
⑤委員長の改選について　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　（３）その他

４　閉会
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大分県合同輸血療法委員会要綱
（目　的）
第1条　本会は、県内の輸血療法委員会を設置する医療機関相互の情報交換及び研修等を実施すること

により、適正かつ安全な輸血療法の向上を図るものとする。

（名　称）
第２条　本会は、「大分県合同輸血療法委員会」と称する。 

（構　成）
第３条  委員会の委員は、大分県福祉保健部長が委嘱した別表1に揚げる者とする。 

２　委員会は、委員長、委員及び顧問によって構成する。
３　委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表し、必要に応じ委員会を招集する。
４　顧問は、委員会の運営に必要な助言を得るため、委員の推薦により定める。
5　議長は、委員長が務めるものとし、委員長が欠席の場合は出席者の互選により決定する。

（事　業）
第４条　 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。 

1　大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催
２　研修会、その他の事業の会議の開催 
３　上記1．及び２．を実施するための委員会の開催
４　その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

（運　営）
第5条　本会の運営は、委員会により決定する。 

（大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催）
第6条　大分県合同輸血療法委員会合同会議は、次により開催する。

1　大分県合同輸血療法委員会は合同会議、年1回以上開催する。
２　大分県合同輸血療法委員会合同会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
３　委員長は、別表２に定める者のほか、意見等を聞くために必要があると認められる者を会議に

出席させることができる。 

（事務局）
第7条　本会の事務を処理するため、大分県福祉保健部薬務室に事務局を置く。

（その他）
第8条　本要綱の設置及び本要綱に定めるものの変更等については、委員会において協議し定める。
第9条　本要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し別に定める。 

　附　則　この要綱は、平成 23 年　12 月　12 日から施行する。　

　附　則　この要綱は、平成 24 年　12 月　10 日から施行する。　



－ 80 －

　附　則　この要綱は、平成 25 年　３月　29 日から施行する。　

　附　則　この要綱は、平成 26 年　11 月　17 日から施行する。

　附　則　この要綱は、平成 27 年　10 月　1 日から施行する。

　附　則　この要綱は、平成 28 年　10 月 19 日から施行する。

別表1

別表２
1．輸血療法委員会を設置する県内医療機関
２．大分県医師会
３．大分県福祉保健部薬務室
４．大分県赤十字血液センター
5．その他必要と認められる者

施　設　名 職　名 氏　名

大分県医師会 常任理事 田 代 幹 雄

大分記念病院 名誉理事長 高　田　三千尋

大分県厚生連鶴見病院 血液内科部長 中 山 俊 之

大分県厚生連鶴見病院 検体検査管理科長 菊　池　　　博

大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科部長 大 野 栄 治

大分記念病院 診療部長 佐 藤 昌 彦

大分県立病院 副院長 佐 藤 昌 司

大分県立病院 血液内科部長 佐分利　能　生

大分県立病院 輸血部長 宮 崎 泰 彦

臼杵市医師会立コスモス病院 院長 下 田 勝 広

大分大学医学部附属病院 輸血部副部長 緒 方 正 男

豊後大野市民病院 院長 木 下 忠 彦

大分県臨床検査技師会 前移植検査部門長 葦　苅　　　巌

大分県看護協会 副会長 寺　沢　　　操

大分県赤十字血液センター 所長 岡　田　　　薫

大分県福祉保健部 薬務室長 芦　刈　光日出
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別紙１

平成 ２８ 年度　血液製剤使用適正化方策調査研究事業　研究計画書

平成 ２８ 年9月6日 
　　　医薬・生活衛生局長　殿

研究代表者

委 員 会 名 大分県合同輸血療法委員会

住　　 所 〒 870-0855　大分市大字豊饒４76番地
所 属 機 関 大分県立病院
フ リ ガ ナ サブリ　ヨシオ
氏　　 名 佐分利　能生
T E L ・ F A X TEL：0９７-54６-７１１１　FAX：0９７-54６-0７２5
E - m a i l saburi@oitakenbyo.jp

　平成 ２８ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究を実施したいので次のとおり研究計画書を提出する。

1．研究課題名 ：血液製剤使用適正化のための支援及び災害時輸血ネットワークの活動について

２．経理事務担当者の氏名及び連絡先（所属機関、TEL・FAX・E-mail）
　　　　氏　名：渡辺　芳文　　　所属機関：大分県赤十字血液センター　TEL：0９７-54７-１１5１
　　　　FＡX：0９７-54７-１１4１　　E-mail：yo-watanabe@qc.bbc.jrc.or.jp

３．合同輸血療法委員会組織（現時点では参加予定でも可）

①研究者名 ②分担する研究項目 ③所属機関及び
現在の専門（研究実施場所）

④所属機関
における職名

佐分利　能　生 研究の総括 大分県立病院：輸血学、血液内科 血液内科部長

（研究代表者） （輸血認定医）（大分県内医療機関）

三　倉　　　剛 委員会活性化 大分県医師会：外科 常任理事

（医師）（大分県内医療機関）

高　田　三千尋 委員会活性化 大分記念病院：血液内科 名誉理事長

（医師）（大分県内医療機関）

中　山　俊　之 委員会活性化 大分県厚生連鶴見病院：血液内科 血液内科部長

（医師）（大分県内医療機関）
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菊　池　　　博 委員会活性化 大分県厚生連鶴見病院： 検体検査管理科長
輸血学、血液内科

（輸血認定医）（大分県内医療機関）

大　野　栄　治 委員会活性化 大分市医師会立アルメイダ病院： 緩和ケア内科部長
輸血学、血液内科

（医師）（大分県内医療機関）

佐　藤　昌　彦 委員会活性化 大分記念病院：血液内科 診療部長
（医師）（大分県内医療機関）

佐　藤　昌　司 委員会活性化 大分県立病院：産科 副院長
（大分県内医療機関）

宮　崎　泰　彦 委員会活性化 大分県立病院：輸血学、血液内科 輸血部長
（輸血認定医）（大分県内医療機関）

下　田　勝　広 委員会活性化 臼杵市医師会立コスモス病院 : 外科 院長
（医師）（大分県内医療機関）

緒　方　正　男 委員会活性化 大分大学医学部附属病院： 輸血部副部長
輸血学、血液内科

（輸血認定医）（大分県内医療機関）

卯　野　規　敬 委員会活性化 南海医療センター：血液内科 血液内科部長
（医師）（大分県内医療機関）

木　下　忠　彦 委員会活性化 豊後大野市民病院：外科 院長
（医師）（大分県内医療機関）

葦　苅　　　巌 委員会活性化 大分県臨床検査技師会： 前移植検査部門長
臨床検査、輸血学

（認定輸血検査技師）（大分県内医療機関）

秋　吉　信　子 委員会活性化 大分県看護協会（看護師） 副会長

岡　田　　　薫 委員会活性化 大分県赤十字血液センター： 所長
血液事業・輸血学

（医師）（大分県内医療機関）
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芦　刈　光日出 委員会活性化 大分県福祉保健部薬務室：薬務行政 室長
（薬剤師）（大分県庁）

渡　辺　芳　文 適正使用状況調査 大分県赤十字血液センター： 学術・品質情報
血液事業・輸血学 課長

（認定輸血検査技師）（大分県内医療機関）

田　中　幸　代 適正使用状況調査 大分県福祉保健部薬務室：薬務行政 主任
（大分県庁）

４．研究の概要

研究の目的
　①アドバイザー派遣事業について

　大分県の医療機関における輸血療法の実態、血液製剤の使用状況を調査した結果をもとに、
使用実績が少ない小規模施設に対する適正使用のための支援を実施することで、安全な輸血療
法、血液製剤の適正使用を推進する。

　②災害対応について
　県内で災害が発生した場合、登録臨床検査技師は施設間の枠を超えた連携を行い、輸血療法
が滞ることのないようにする。

研究の背景
　大分県においては、昭和 ６２ 年から毎年、血液製剤や院内血を含めた輸血療法全般の適正化を推
進するため、医療機関の医師等医療従事者を対象に輸血療法適正化説明会を実施してきた。また、
平成 ２３ 年に大分県合同輸血療法委員会を立ち上げる以前から、医療機関に対して、多数の医療従
事者に血液事業の現状や血液製剤の情報を伝達する方法として、懇話会を開催している。平成 ２３
年 １２ 月に大分県合同輸血療法委員会を発足させたことにより、血液製剤使用主要医療機関相互の
連携及び全県的な調査、情報共有を行うことができた。

　①アドバイザー派遣事業について
　平成 ２5 年度は、平成 ２３ 年から行ってきた血液製剤使用量上位約 ８0 施設に対するアンケー
ト調査に加え、使用実績が少ない施設に対してもアンケート調査を行った。その結果、後者に
ついて、「輸血前の患者の検体を保管していない」が最も多く ７4 施設、「血液製剤の管理簿を
作成していない」２３ 施設、｢輸血前にまったく不規則抗体検査を実施していない｣ １4 施設など、
適正使用に向けた支援が必要な実態が判明した。
　平成 ２６ 年度はアンケート結果のチラシを作成してアンケート実施医療機関に還元し、適切
な検査を行うよう促した。
　さらに、平成 ２７ 年度は使用実績が少ない医療機関等への支援を行うために、「適正かつ安全
な輸血療法の実施等に関するアドバイザー派遣事業」を立ち上げ、派遣申込みのあった３つの
医療機関に輸血認定医や認定輸血検査技師が出向き、個々の施設の実情にあった講義やアドバ
イスを行った。
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　《平成 ２７ 年度派遣実績》
施設①（東部医療圏内医療機関、一般病床 １６ 床）

派遣希望理由：輸血の体制の整備
講義等の内容：輸血検査の重要性、輸血体制の整備について講義
派遣対応者：大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設②（中部医療圏内医療機関、一般病床 １0 床、療養病床9床）
派遣希望理由：輸血症例が増えているので、輸血に関する留意点や管理体制への助言を希望
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
派遣を受けた感想：大変有意義であった。年に一度ぐらいは是非お聞きしたい内容であった。
派遣対応者：大分県立病院血液腫瘍科　大塚英一、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

施設③（西部医療圏内医療機関、一般病床 ２６ 床、療養病床 ２5 床）
派遣希望理由：輸血の準備から実施についての講義を希望。
講義等の内容：血液製剤の適正使用、血液製剤の取扱いや輸血療法の注意点について講義
派遣を受けた感想：今後、輸血療法の研修会をしていただきたい。
派遣対応者：大分県立病院血液内科　佐分利能生、大分県赤十字血液センター　渡辺芳文

《平成 ２８ 年度派遣予定》
施設①（南部医療圏内医療機関、一般病床 ７２ 床）　
　派遣希望理由：血液製剤の適正使用や安全な輸血療法等について話を聞きたい。
施設②（北部医療圏内医療機関、一般病床 ９３ 床）
　派遣希望理由：院内の体制に関するアドバイスをほしい。勉強会の講師をお願いしたい。
施設③（北部医療圏内医療機関、一般病床 ２50 床）
　派遣希望理由：院内でのレベル底上げに協力をお願いしたい。
施設④（中部医療圏内医療機関、一般病床 ２３１ 床）
　派遣希望理由：医師や看護部へ製剤の管理等のアドバイスをいただきたい。

　また、派遣する医師や臨床検査技師が共通に使用できる講義資料の作成及び派遣医師の名簿作成
を行い、派遣体制を整備した。

　②災害対応について
・平成２4年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議において
　「Ｉ＆Ａ受審への勧めと災害時での思案」演題発表
・平成２5年8月３0日　大分県臨床検査技師会より輸血担当技師推薦
・平成２5年9月１２日　大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議
・平成２5年１１月２２日　災害時での輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
・平成２5年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議において
　災害時でのアンケート発表（試験管法のできる技師・貸出可能試薬など）
・平成２６年8月２７日　災害時輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
　各病院における緊急輸血時の業務体制について
　緊急度の分類について
　緊急度マニュアル作成について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・平成２６年１0月２９日　災害時輸血ネットワーク会議　大分県赤十字血液センター
　緊急を考慮した輸血マニュアルについて
　災害時輸血ネットワーク分化会規約（案）について
・平成２７年４月8日　大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議　三愛メディカルセンター
　臨床検査技師会の総会が6月２１日(日)に開催するので議題として挙げる。
・平成２７年9月１0日大分県臨床検査技師会と輸血合同委員会との協議　大分県赤十字血液センター
　臨床検査技師会の各部門で災害医療の中で必要とする検査等を整理する。

研究の方法、具体的内容
　①アドバイザー派遣事業について

　平成 ２８ 年度はアドバイザー派遣事業を引き続き実施するとともに、医療機関からの派遣申
請を促すため、平成 ２７ 年度の派遣事例を紹介するチラシを作成及び配布する。

1　事業の体制整備等
　平成 ２８ 年度アドバイザー派遣事業実施要領を作成する。
　平成 ２７ 年度の派遣事例において、派遣前派遣後で院内における輸血療法や輸血管理体制がどの
ように変化したかがわかるチラシを作成する。

２　事業の周知方法
　大分県福祉保健部薬務室ＨＰ、大分県合同輸血療法委員会が行う各種アンケート送付時、大分県
合同輸血療法委員会合同会議、血液製剤使用適正化説明会等の機会を利用し、事業について周知する。

３ アドバイザー派遣申請受付方法
　申請の受付窓口は大分県赤十字血液センターとする。

４ 派遣申請への対応（事前協議及び施設訪問）
　申請者の派遣希望理由をもとに、申請者と対応方針を協議し、施設長の許可のもと、施設訪問を
行う。申請者の希望に合わせ、輸血認定医師や認定輸血検査技師等による講習会の実施、輸血の管
理体制の具体的な助言、他の施設に検査を委託することを提案するなど、適正使用に向けた支援を
行い、成果として輸血前の患者の検体保管、管理簿の作成、不規則抗体検査の外部委託などに繋げる。

5 アンケートの実施
　派遣終了後、申請者に今後のアドバイザー派遣事業に活かすためのアドバイスをいただく。

6 派遣結果の還元
　支援内容及びアンケート結果について分析し、今後の活動に活かす。　
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　②災害対応について
　　平成 ２８ 年度の活動目標

　大分県臨床検査技師会と大分県との協定が必要ということで日程等を調整するが大分県の担
当者の変更などがあり実現できていない。これに伴って大分県臨床検査技師会総会への議題提
出も行われていない状況のため早急に取り組む。また、年に最低1回は災害時輸血ネットワー
ク会議を開催して、担当者の変更、規約の見直し等改訂を行い、必要に応じ災害時対応の周知・
確認を行う。

5．代表者又は応募する地域で血液製剤適正使用に関連して取り組んできた状況

大分県合同輸血療法委員会の開催状況
　平成 ２３ 年度　大分県合同輸血療法委員会  （平成 ２３ 年 １２ 月 １２ 日）
　　　　　 ・輸血用血液の供給状況について
　　　　　 ・血漿分画製剤の国内自給について
　　　　　 ・血液事業の広域運営について
　　　　　 ・血液製剤使用実態等について
　　　　　 ・アンケート調査について
　　　　　 ・平成 ２３ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について

　平成 ２4 年度　第1回大分県合同輸血療法委員会  （平成 ２4 年 １２ 月 １0 日）
　　　　　 ・輸血用血液の供給状況について
　　　　　 ・血漿分画製剤の国内自給について
　　　　　 ・「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について
　　　　　 ・東日本大震災における東北ブロック血液センターの報告について
　　　　　 ・アンケート調査について
　　　　　 ・施設相互査察について
　　　　　 ・平成 ２4 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　 ・災害に備えたネットワーク作りについて

　平成 ２4 年度　第２回大分県合同輸血療法委員会　（平成 ２5 年３月 ２８ 日）
　　　　　 ・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告
　　　　　 ・平成 ２5 年度の年間計画（案）について
　　　　　 ・平成 ２5 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について

　平成 ２5 年度　第1回大分県合同輸血療法委員会  （平成 ２5 年 １0 月 ２８ 日）
　　　　　 ・輸血用血液の供給状況について

・血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の全部を改正
する件について

　　　　　 ・平成 ２5 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について
　　　　　 ・九州8県合同輸血療法委員会関係者会設立に向けての対応について
　　　　　 ・アンケート調査について
　　　　　 ・平成 ２5 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
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　　　　　 ・施設研修会について
　　　　　 ・輸血療法適正化説明会について
　　　　　 ・輸血ネットワーク作業部会（仮）について

　平成 ２5 年度　第２回大分県合同輸血療法委員会  （平成 ２６ 年３月 １4 日）
　　　　　 ・合同輸血療法委員会合同会議の結果報告
　　　　　 ・平成 ２６ 年度の年間計画（案）について
　　　　　 ・平成 ２６ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について
　　　　　 ・災害に対するネットワーク構築について、継続して行うことを確認

　平成 ２６ 年度 第1 回合同輸血療法委員会 （平成 ２６ 年 １１ 月 １７ 日）
　　　　　 ・輸血用血液の供給状況について
　　　　　 ・平成 ２６ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業の応募結果について
　　　　　 ・九州8県合同輸血療法委員会関係者会（仮称）の準備について
　　　　　 ・災害時輸血ネットワーク分化会連絡会について
　　　　　 ・アンケート調査について（平成 ２６ 年5 月実施）の結果について
　　　　　 ・疾患別、年代別輸血状況調査について
　　　　　 ・平成 ２６ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　 ・施設研修会について
　　　　　 ・輸血療法適正化説明会について

　平成 ２６ 年度 第２ 回合同輸血療法委員会 （平成 ２７ 年２ 月 １６ 日）
　　　　　 ・大分県合同輸血療法委員会合同会議の結果報告について
　　　　　 ・平成 ２７ 年度の年間計画（案）について
　　　　　 ・平成 ２７ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業に向けた企画等について

　平成 ２７ 年度 第1 回合同輸血療法委員会 （平成 ２７ 年 １0 月1 日）
　　　　　 ・大分県合同輸血療法委員会要綱の委員の変更について
　　　　　 ・輸血用血液の供給状況について
　　　　　 ・平成 ２７ 年度九州各県合同輸血療法委員会関係者会について
　　　　　 ・（公社）大分県臨床検査技師会の災害時の対応について
　　　　　 ・アンケート調査について
　　　　　 ・平成 ２７ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　 ・アドバイザー派遣事業について
　　　　　 ・輸血療法適正化説明会について

　平成 ２７ 年度 第２ 回合同輸血療法委員会 （平成 ２８ 年３ 月7 日）
　　　　　 ・平成 ２７ 年度大分県合同輸血療法委員会合同会議について
　　　　　 ・平成 ２８ 年度の年間計画（案）について
　　　　　 ・平成 ２８ 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業について
　　　　　 ・その他　献血推進事業について
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大分県合同輸血療法委員会合同会議の開催状況
　平成２３年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成２３年３月２4日 参加人数６８名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・情報品質課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・当院の血液製剤使用状況について
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院　輸血部長　大野　栄治）
　　　　　　　　　・院内輸血療法委員会の活動状況について
　　　　　　　　　（大分大学医学部附属病院　輸血部副部長　緒方　正男）
　　　　　　　　　・大分県立病院のI&Aについて
　　　　　　　　　（大分県立病院　輸血部　河野　節美、血液内科部長　佐分利　能生）
　　　【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会の歩みと血液製剤の適正使用
　　　　　　　　　（福岡県赤十字血液センター技術顧問　佐川　公矯）

　平成２4年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成２5年２月１0日 参加人数７３名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・当院における輸血療法の院内監査について
　　　　　　　　　（大分県立病院輸血部　主任臨床検査技師　森　弥生）
　　　　　　　　　・I&A受審への勧めと災害時での思案
　　　　　　　　　（大分県済生会日田病院臨床検査部　主任　葦苅　巌）
　　　　　　　　　・当院における災害対策―輸血について―
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院救急科部長　秋月　登）
　　　【特別講演】・「非常事態での病院機能と輸血安全対策」
　　　　　　　　　（福島県立医科大学　医学部長　大戸　斉）

　平成２5年度　大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成２６年２月9日 参加人数８0名）
　　　【報告】   　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター　学術・品質情報課　重田　かおり）
　　　【一般演題】・廃棄血ゼロに向けての取り組み
　　　　　　　　　（大分県厚生連鶴見病院　中央検査部臨床検査科　　寺田　和美）
　　　　　　　　　・適正使用を目指して－血漿交換療法における使用量削減の取り組み－
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院　臨床検査部　　関　恵美）
　　　　　　　　　・当院における血液製剤使用動向についての検討
　　　　　　　　　（大分県立病院　血液内科部　　井谷　和人）
　　　　　　　　　・災害時における輸血ネットワークの構築に向けて 
　　　　　　　　　（大分県臨床検査技師会　　葦苅　巌）
　　　【特別講演】・「本邦における輸血療法の現状と国内自給について」
　　　　　　　　　（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 輸血部長 牧野 茂義）

　平成２６ 年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成２７ 年1 月３１ 日 参加人数８８ 名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 渡辺 芳文）
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　　　【一般演題】・２0１１ 年以降当院の血小板輸血が増えている理由？
　　　　　　　　　（大分県厚生連鶴見病院 血液内科部長 中山 俊之）
　　　　　　　　　・当院における輸血後感染症検査の実施率向上への取り組み
　　　　　　　　　（大分県立病院 輸血部 富松 貴裕）
　　　　　　　　　・当院における災害時の輸血体制
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院 臨床検査科 佐藤 まゆみ）
　　　【特別講演】・「血小板輸血の指針と最新知見」
　　　　　　　　　（慶応義塾大学医学部研究科 輸血・細胞療法センター教授／センター長 半田 誠）

　平成２７ 年度 大分県合同輸血療法委員会合同会議（平成２８ 年1 月１６ 日 参加人数９5 名）
　　　【報告】　　・アンケート調査結果について
　　　　　　　　　（大分県赤十字血液センター 学術・品質情報課 吉武 成彦）
　　　【一般演題】・県立病院における輸血部安全管理体制の変遷
　　　　　　　　　（大分県立病院 臨床検査技術部 河野 節美）
　　　　　　　　　・当院における臨床輸血看護師の役割について
　　　　　　　　　（大分記念病院　工藤美由紀)
　　　　　　　　　・産科危機的出血の対応に関する県内分娩取扱機関の対応
　　　　　　　　　（大分市医師会立アルメイダ病院統括産科婦人科部長兼産科部長）
　　　　　　　　　・地域周産期母子医療センター長 馬場 眞澄)
　　　【特別講演】・福岡県合同輸血療法委員会における自己血輸血の取り組み
　　　　　　　　　（福岡大学病院 輸血部長 熊川 みどり）

※今までは会を開き、合同療法委員会内での資料のみに発表内容を文書化して配布していた
が、他県の合同療法委員会の会合との機会が増えたことから、他県への資料の送付を行うこ
とを考えた。

　さらには、各病院への資料配付は適正使用を進めるうえでも有用と考えられた。
　しかし、今回は予算の関係で、対外的と発表者、各県の合同輸血療法委員会への送付に留まった。

懇話会の開催状況
　平成１5年度　大分県輸血懇話会(平成１5年8月7日　参加人数１３３名）
　　　血液新法並びに新興感染症等について
　　　　　　　　　（東京医科歯科大学大学院　医療管理学分野 教授　河原 和夫）

　平成１７年度　大分県輸血懇話会(平成１７年9月1日　参加人数１4１名）
　　　I&Aと安全な輸血療法について（久留米大学病院　臨床検査部　教授　佐川公矯）
　　　大分県立病院における輸血体制と輸血療法の実際
　　　　　　　　　（大分県立病院　血液内科部長　　佐分利能生）

　平成２１年度　大分県輸血懇話会（平成２１年9月１９日　参加人数１２３名）
　　　ウイルス感染症と輸血　―新型インフルエンザ―
　　　　　　　　　（国立病院機構九州医療センター      名誉院長　柏木征三郎）
　　　副作用報告体制と現状について
　　　　　　　　　（日本赤十字社血液事業本部　安全管理課長　百瀬俊也）
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　平成２4年度　大分県輸血懇話会(平成２4年9月7日　参加人数１９８名)
　　　輸血によるウイルス感染の現状と安全対策
　　　　　　　　　（日本赤十字社　血液事業本部　製造管理課　平　力造）
　　　がん化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策
　　　　　　　　　（名古屋市立大学大学院医学研究科　腫瘍・免疫内科学　講師　楠本　茂）

　平成２5年度　大分県輸血懇話会（平成２5年9月２７日　参加人数１８７名）
　　　血液疾患に対する輸血療法　その問題点と対策
　　　                       （大分大学医学部附属病院　輸血部　副部長　緒方正男）
　　　輸血による感染症と最近の話題（日本赤十字社　中央血液研究所　副所長　佐竹正博）
　
輸血療法適正化説明会の実施状況（近年の状況）
　平成１７年度　　場所：臼杵、佐伯、豊後大野、中津
　平成１８年度　　場所：国東、日田・玖珠、大分
　平成１９年度　　場所：別府・日出・由布、竹田、宇佐・高田
　平成２0年度　　場所：臼杵、佐伯、豊後大野・竹田、中津
　　　　　　　　講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長　菊池　博
　平成２１年度　　場所：日田・玖珠（３月３日　参加5８名）、大分・由布（３月１２日　
　　　　　　　　　　　参加１２６名、３月１６日　参加８９名）、国東（３月１5日　参加２７名）
　　　　　　　　講師：独立行政法人国立病院機構西別府病院院長　菊池　博
　平成２２年度　　場所：別府（２月２２日 参加人数１44名）、宇佐・高田（３月１0日 参加5３名）
　　　　　　　　講師：西別府病院院長　菊池　博、大分県立病院輸血部長　大塚　英一
　平成２３年度　　場所：中津（３月1日　参加人数5７名）、臼杵（３月8日　参加人数4３名）、
　　　　　　　　　　　豊肥地区（３月２２日　参加人数5２名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院輸血部長　宮崎　泰彦
　平成２4年度　　場所：日田・玖珠（２月２5日　参加人数８２名）、
　　　　　　　　　　　大分（３月1日　参加人数１40名、３月6日　参加人数９5名）、
　　　　　　　　　　　佐伯（３月４日　参加人数5３名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院輸血部長　宮崎　泰彦
　平成２5年度　　場所：別府（２月２4日　参加人数　２９名）
　　　　　　　　講師：大分県厚生連鶴見病院　血液内科部長　中山　俊之
　平成２６年度　　場所：中津（３ 月１１ 日 参加人数 ２９ 名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院血液内科部長 佐分利 能生
　平成２７年度　　場所：国東（２月１0日　参加人数　２5名）
　　　　　　　　講師：大分県厚生連鶴見病院　検体検査科　菊池　博
　　　　　　　　　　　大分県赤十字血液センター　渡辺芳文
　　　　　　　　場所：臼杵（２月２5日　参加人数　２９名）
　　　　　　　　講師：大分県立病院血液内科　佐分利能生
　大分大学医学部附属病院医療技術部　立川良昭
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